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現行の文章 見直し（案） 備考 
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第１章 我が国の地震調査研究をめぐる諸

情勢 

 

１．これまでの主な成果 

２．地震調査研究を取り巻く環境の変化

３．今後に向けた課題 

 

第２章 基本理念と「新たな地震調査研究

の推進について」の位置づけ 

  １．地震調査研究の基本理念 
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査研究に関する基本目標 

（１）海溝型地震を対象とした調査観測

研究による地震発生予測及び地震

動・津波予測の高精度化 

 

 

 

（２）活断層等に関連する調査研究によ

る情報の体系的収集・整備及び評価

の高度化 

（３）防災・減災に向けた工学及び社会

科学研究を促進するための橋渡し機

能の強化 
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（３）国民への研究成果の普及発信 
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はじめに 

 

平成７年１月に発生し、６,４３４人も

の尊い命が失われた阪神・淡路大震災は、

地震に関する調査研究の成果が国民や防

災を担当する機関に十分伝達され活用さ

れる体制が整っていないという反省を生

んだ。 

 

これを教訓に、同年６月に地震防災対

策特別措置法が制定され、政府の特別の

機関として、地震に関する調査研究を一

元的に推進する「地震調査研究推進本部

（以下、「地震本部」）」（本部長：文

部科学大臣、本部員：関係府省の事務次

官）が設立された。平成１１年４月には

「地震調査研究の推進について―地震に

関する観測、測量、調査及び研究の推進

についての総合的かつ基本的な施策―

（以下、「総合基本施策」）」が策定さ

れ、総合基本施策の下、我が国の地震調

査研究は一定の成果を上げてきたと言え

よう。 

はじめに 

 

地震調査研究推進本部（以下、「地震本

部」）は、平成７年１月に発生した阪神・

淡路大震災を契機として、同年７月に制定

された地震防災対策特別措置法に基づき、

地震に関する調査研究を一元的に推進す

る機関として設置され、これまで、地震防

災対策の強化。特に地震による被害の軽減

に資防災・減災に貢献することを目標目的

として政府の地震調査研究を推進し、その

結果を活用して、将来発生しうる地震の発

生確率や規模等を推定する長期評価を行

うとともに、や地震動予測地図の作成・公

表などを行ってきた。 

 

しかしながら、平成２３年３月１１日に

東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う大

規模な津波が発生し、大規模な津波を伴

い、広域な範囲に被害を及ぼし、死者・行

方不明者約２万人という甚大な人的被害

が生じた。さらには、この大規模な津波が

は福島第一原子力発電所を襲い、原子力災

 
 

●「はじめに」の文章は非常に重要であり、

メッセージ性が非常に高いのではないか。

（髙木委員） 
●東日本大震災での反省を含めて全体を総

括する文章を加えてみてはどうか。（多数） 
●東日本大震災の教訓を受けての見直しを

書き込む必要がある。（入倉委員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●原発事故の問題について何らかの表現が
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害が発生するなど、東日本大震災は未曾有

の大災害となった。 

地震本部では、それまで三陸沖から房総

沖における海溝型地震の発生規模や発生

確率等の長期評価を行ってきたが、結果的

に東北地方太平洋沖地震を評価の対象と

はできなかった。また、さらに、甚大な被

害の原因となった津波については、過去の

事例整理はしていたものの、評価を行って

いなかった。さらに、津波警報についても、

その精度や情報伝達等についての課題が

浮き彫りとなった。地震調査研究を進め、

その成果を社会に活かすことにより、地震

による被害の軽減に資防災・減災に貢献す

るという地震本部の本来の目標目的に鑑

みれば、このような事態を重く受け止めな

ければならない。また、津波警報について

も、その精度や情報伝達等についての課題

が浮き彫りとなった。これらの課題の克服

に向けて、関係者が連携して地震調査研究

の知見を活かしつつ関係者は、東日本大震

災で明らかとなったこれらの課題を克服

し、地震防災・減災対策に確実に貢献でき

あった方が良いのではないか。（高木委員） 
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一方、総合基本施策が策定されてから

１０年程度が経過し、地震調査研究を取

り巻く状況は変化しつつある。我が国は、

東海・東南海・南海地震や首都直下地震等

の甚大な被害を生じさせる地震が今後３

るよう一層の取組を進めていくことが重

要である。 

 

地震国の我が国においては、世界的に見

ても、稠密な観測網などの整備等により地

震活動に関する豊富な知見の蓄積が図ら

れ、地震調査研究は大きく進展してきた。

もののしかし、東北地方太平洋沖地震にみ

られるように、地震現象は複雑で未解明な

部分があり、解決すべき課題も多いため

く、科学的知見には限界があることはも事

実であり、この点については謙虚でなけれ

ばならない。また、地震調査研究の成果を

社会に伝える際には、このような科学的知

見の限界があることも含めて国民に丁寧

に説明を行い、適切な防災・減災対策につ

ながるような理解を得ることもが重要で

ある。 

地震本部は、平成１１年４月に「地震調

査研究の推進について―地震に関する観

測、測量、調査及び研究の推進についての

総合的かつ基本的な施策―」（以下、「総

合基本施策」）」を策定した。平成２１年

 
 
 
 
 
 
 

●地震現象が複雑で未解明な部分が多けれ

ば何もできないのではないか。地震について

は随分分かっている。「未解明な部分があ

り、」という程度で良いのではないか。（島

崎委員） 
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０年程度の間に高い確率で発生すると予

想されるようになった。こうした地震災害

から国民の生命・財産を守り、豊かで安

全・安心な社会を実現するという国の基

本的な責務を果たすため、この１０年間

の環境の変化や地震調査研究の進展を踏

まえつつ、将来を展望した新たな地震調

査研究の方針を示す「新たな地震調査研

究の推進について―地震に関する観測、

測量、調査及び研究の推進についての総

合的かつ基本的な施策―（以下、「新総

合基本施策」）」を地震本部において策

定することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月には、総合基本施策の策定以後１０年

間の環境の変化や地震調査研究の進展を

踏まえた「新たな地震調査研究の推進につ

いて－地震に関する観測、測量、調査及び

研究の推進についての総合的かつ基本的

な施策－」（以下、「新総合基本施策」）」

を策定し、た。関係行政機関等は、この方

針の下で地震調査研究を推進してきた。 

しかしながら、地震本部は、東日本大震

災において地震調査研究に関するついて

の多くの課題等があったことを踏まえ、地

震本部は、地震調査研究が真に防災・減災

対策に貢献することができるよう新総合

基本施策を見直すこととした。 

 

新総合基本施策の見直しにおいては、地

震調査研究推進本部政策委員会総合部会

において、平成２３年１２月以降、○回に

わたって会合を開催し、東日本大震災を踏

まえた地震調査研究における課題等を抽

出するとともに、関係省庁や研究機関にお

ける震災への対応や進捗状況、地方公共団

体・民間企業の地震調査研究の活用状況、
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なお、我が国の地震防災対策は、中央

防災会議の定める防災基本計画に基づく

方針の下に進められており、地震本部の

担う地震に関する観測、基礎的・基盤的

な調査研究の推進施策も、その一環とし

て実施され、両機関ともに、この１０年

間で貴重な成果を輩出してきた。このた

め、今後とも、中央防災会議が担う災害

予防対策、災害応急対策、災害復旧・復

興対策等に地震本部の調査研究成果がよ

り一層活用されるよう、両機関の連携を

強化することを基本として考える必要が

ある。特に、これまで地震本部において

は、強震動・地盤震動を地震調査研究の

対象としてきたが、昨今の地震調査研究

活用する上での課題等の検討を行い、今後

の地震調査研究の在り方について審議を

行った。さらに、国民から広く意見募集を

行い、これらの意見を踏まえた上で改訂を

行った本施策は、今後の地震調査研究の基

本となるとともに、地震本部の活動等の指

針となるものである。 

 

我が国の地震防災・減災対策は、中央防

災会議の定める防災基本計画に基づく方

針の下に進められており、地震本部の担う

地震に関する観測、基礎的・基盤的な調査

研究の成果も、この防災対策の基礎となる

有益かつ有効な科学的知見を提供するも

のでなければならない。このため、今後と

も、中央防災会議が担う災害予防対策、災

害応急対策、災害復旧・復興対策等に地震

本部の調査研究成果がより一層活用され

るよう、両機関の連携を強化し、地震調査

研究の成果の活用を促進する等により、総

合的な地震防災・減災対策に貢献すること

を目指す。 
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を取り巻く状況に鑑み、地震により発生

する津波や長周期地震動に関する基礎

的・基盤的な調査研究も含めるとともに、

その成果の活用を促進する等により、総

合的な地震防災・減災対策に貢献するこ

とを目指す。 

 

新総合基本施策の策定に向けては、平

成１９年８月に「新しい総合的かつ基本

的な施策に関する専門委員会」を設置し

て以降、全１３回にわたって慎重かつ十

分な審議を進めてきた。意見募集に寄せ

られた意見も踏まえた上で取りまとめら

れた本施策は、今後の地震調査研究の基

本となるとともに、地震本部の活動等の

指針となるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

新総合基本施策の見直しにおいては、地震

調査研究推進本部政策委員会総合部会に

おいて、平成２３年１２月以降、○回にわ

たって会合を開催し、東日本大震災を踏ま

えた地震調査研究における課題等を抽出

するとともに、関係省庁や研究機関におけ

る震災への対応や進捗状況、地方公共団

体・民間企業の地震調査研究の活用状況、

活用する上での課題等の検討を行い、今後

の地震調査研究の在り方について審議を

行った。さらに、国民から広く意見募集を

行い、これらの意見を踏まえた上で改定を

行った。本施策は、今後の地震調査研究の

基本となるとともに、地震本部の活動等の

指針となるものである。 
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第１章 我が国の地震調査研究をめぐる諸

情勢 

第１章 我が国の地震調査研究をめぐる諸

情勢 

 

1. 東日本大震災を踏まえた課題や教訓 

 

（地震の予測について） 

地震本部では、我が国の防災・減災に

貢献することを目的として、地震調査研

究を進め、その結果を活用して、将来発

生し得る地震の発生確率や規模等を推

定する長期評価を行うとともに、これに

基づき全国地震動予測地図の作成・公表

等を行うなどの取組を行ってきた。 

地震本部は、これまで長期評価では、

同じ領域で同等の規模の地震が繰り返

し発生するという考え方に基づき、過去

の地震発生履歴を踏まえ、将来発生し得

る地震の長期評価を行ってきた。例え

ば、東北地方太平洋沖の海域東北地方か

ら関東地方の沿岸を含む海溝沿いの海

域については、三陸沖から房総沖までの

領域で発生する地震の長期評価を行い、

三陸沖から房総沖の海溝寄りの領域で

 
 
 

●東日本大震災での反省を含めて全体を総

括する文章を加えてみてはどうか。（多数） 
●東日本大震災の教訓を受けての見直しを

書き込む必要がある。（入倉委員） 
 
 
 
 
 
 

※現在までの長期評価の課題を深掘り 
 
 
 
 

●海溝軸付近の津波地震の予測はできてい

たことを追記すべき（島崎委員） 
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発生する津波地震や宮城県沖地震等の

評価結果を発表してきた。しかし、同海

域において、結果的に、東北地方太平洋

沖地震のような低頻度で発生するマグ

ニチュード（Ｍ）９クラスの超巨大な海

溝型地震（以下、「超巨大地震」）に関

するを評価の対象とするを行うことが

できなかった。 

これに関しては、具体的には以下のよ

うな課題があったことが考えられる。 

・長期評価を行う上で貴重なデータと

なる津波堆積物や歴史文献資料古文

書等の過去の地震発生履歴を示すデ

ータが少なく、特に、発生間隔が極

めて長い超巨大地震の適切な把握は

容易ではなかった。 

・地震を引き起こすプレート境界の応

力やひずみを把握するための海底地

殻変動観測については、観測点数・

観測回数ともに不十分であったた

め、観測データが不足していた。さ

らに、現存していた数少ないデータ

は１０年程度の短期間のものであ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●「津波堆積物調査を充実すべきである」と

いう後段の記述に対応する冒頭部分とし

て、海域の地震について津波堆積物調査

が充実していなかったという分析がある

と良いのではないか。具体的には、海域

における地質学的な調査や津波堆積物の

調査が全国系統的に行われてこなかった

という反省が一言入っていた方が、後ろ

につながるのではないか。（上垣内委員） 
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り、かつその誤差は大きく、それを

活用した超巨大地震発生の可能性の

検討が十分になされていなかった。

・日本海溝沿いでは、宮城沖地震等の

最大Ｍ８程度の規模の地震の繰り返

し発生や非地震性すべりによって、

プレート境界に蓄積されたひずみが

非地震性すべりによって解放されて

いるという考え方などから、同海域

では、大きなすべり欠損はないと考

えられ、Ｍ９クラスの超巨大地震が

発生する可能性は十分に検討されて

いなかった。特に、大津波を引き起

こす要因となる海溝軸付近のプレー

ト境界の滑り固着については、地殻

変動等のデータが不足していたこと

に加えて、地震破壊は浅部に伝播し

ないという考え方が趨勢であったた

め、強く固着していないという考え

方が趨勢であったため、東北地方太

平洋沖地震のように海溝軸付近が大

きく滑るような超巨大地震を予測で

きていなかった。 

●地震発生モデルという用語がシミュレー

ションを想起させるが、そこまで行おうと

していたわけではない。（上垣内委員） 
 
 
 
 
 
 

●「欠損はないと考えられ」に修正すべき。

（島崎委員） 
 
 
 
 

※パブコメを踏まえた修正 
 
 
 

●「東北地方太平洋沖地震のような海溝軸付

近が大きく滑る M９クラスの超巨大地震

は予測できていなかった」と修正すべき。

（島崎委員） 
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・地震が同じ場所で同様の規模で繰り

返し発生するというアスペリティモ

デルに基づき長期評価を行ってきた

が、東北地方太平洋沖地震のような

複数の領域が連動して広い範囲が一

度に滑るような地震を説明できるモ

デルとはなっていなかった。 

 

今後は、これらを教訓として、超巨大

地震が発生しないという考え方にとら

われることなく、観測データの充実や積

極的な活用を図り、超巨大地震も長期評

価の対象とすることも含めてした地震

予測ができるよう長期評価手法の改善

に向けて検討を行うことが不可欠であ

る。 

また、長期評価手法については、不断

の取組としてその高度化を図ることが

重要である。このためには、最新の知見

や観測データを取り込み、超巨大地震や

大津波を説明できるような地震・津波発

生モデル構築に関する調査研究をの推

進していくことが重要である。例えば、
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現在、「東海・東南海・南海地震の連動

性評価研究」などの研究プロジェクトな

どにおいて、これらの観測データを活用

した、地震・津波発生モデルの構築技術

やシミュレーション技術の研究開発が

行われ、一定程度の進捗を見せており、

長期的には、これらが長期評価手法の高

度化に資することが期待される。 

なお一方で、学術的な観測研究計画で

ある「地震及び火山噴火予知のための観

測研究計画」については、現在、東北地

方太平洋沖地震のような超巨大地震に

も対応できるように、見直しが行われて

おりいるが、これに基づき行われる基礎

研究の成果を活用しつつ、地震・津波の

発生予測を行っていくこともが重要で

ある。 

 

地震動の即時予測については、地震発

生直後に震源に近い観測点で観測された

地震波を解析して、震源や地震規模を即

時推定する技術が開発され、その技術に

基づき、緊急地震速報として実用化され
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ている。 

しかし、東北地方太平洋沖地震発生時

に地震の規模等を適切に推定できなかっ

たことや、東北地方太平洋沖同地震の発

生以降の、活発な地震活動に伴ってい、

異なる場所でほぼ同時に発生した地震

を、１つの地震として誤って処理したこ

と等により緊急地震速報が適切に発表で

きていない事例が生じており、今後、推

定手法のさらなる高度化等が必要であ

る。 

 

 

（津波の予測について） 

東北地方太平洋沖地震により発生し

た津波について、気象庁が津波警報の第

一報で発表した情報は、迅速性を優先す

るという方針に基づき、震源域の破壊が

進行中の段階での推定であったことに

加え、揺れの振幅に基づきく地震の規模

を推定したものであったことから、実際

の地震の規模や津波の高さを大きく下

回るものであった。 
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平成２１年４月に策定した新総合基

本施策では、現行の津波警報は、地震計

で得られるデータに基づく推定のため、

その精度は必ずしも良いものではない

とし、海域で観測された津波における観

測データを活用した津波即時予測技術

の高度化に関する調査研究の重要性を

掲げていたが、東北地方太平洋沖地震の

発生時には、結果として、海域における

観測網の整備やこれらを活用した津波

即時予測技術の高度化の取組調査研究

は十分ではなかった。今後は、これを教

訓として、海域におけるの観測網を着実

に整備するとともに、これらのデータを

活用した津波即時予測技術の高度化を

推進していくことが重要である。 

また、地震本部では、現在まで地震の

長期評価を行ってきたが、二次現象であ

る津波については事例整理を行うのみ

であった。今後は、東日本大震災におけ

る津波による甚大な被害を踏まえ、我が

国の津波防災に貢献すべく、津波に関す

る評価の検討を行うこととしている。な
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お、これらの取組を進めるためには、津

波発生予測技術に関する調査研究の取

組を強力に進めていくことが重要であ

る。 

 

（科学的限界についての説明） 

以上のように、地震本部の長期評価手

法は、今後の調査研究の進展に伴い、最

新の知見や観測データを取り込み高度

化していくことが期待されるが、科学的

限界により常に不確実性や未解明な部

分が伴う。現行の長期評価は、主に過去

の地震の発生履歴データに基づくもの

であるため、東北地方太平洋沖地震のよ

うな低頻度の地震の評価には科学的限

界があったが、その説明は十分にはなさ

れていなかった。 

このため、国民や地方公共団体の適切

な地震防災・減災対策に貢献することが

できるよう、地震の調査研究の結果や長

期評価等を発表する際には、科学的限界

があることや、を踏まえ、これに伴うば

らつきや誤差があるということをも含

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●「丁寧な説明」という表現に関して、使う

側からすると判断材料が入っている方が
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めて、情報の受け手側に応じて丁寧に説

明をしていくことが重要である。特に、

長期評価を発表する際には、長期評価の

対象とする地震以外にも、発生確率が不

明もしくは小さいが、規模の大きい地震

が、将来起こり得るという可能性も併せ

て説明していくことが重要である。 

 

（防災・減災対策への利活用について）

  地震本部は、地震防災対策特別措置法

の趣旨に則り、地震防災対策の強化、特

に地震による被害の軽減に向けて、地震

調査研究を推進する役割責務を担って

いる。この役割責務を果たすためには、

地震調査研究の成果がを国民や地方公

共団体の防災・減災対策に十分に利活用

されるよう、これまで以上に防災的視点

に重点を置いて、地震調査研究を推進す

るとともに、そのし、この成果を公表・

普及していくことが重要である。また、

地震調査研究が着実に防災・減災対策に

利活用されるよう、工学・社会科学分野

等の研究との連携強化を行っていくこ

丁寧な説明となり、国民側になるとどの

ような意味を持っているかということを

伝えたほうが丁寧な説明となる。（中埜

委員） 
●自治体の問題として、長期的視野で取り組

むものと急を要するものの判断が難しい

というところがある。自治体が具体的な

政策を検討するにあたり、すぐに予算化

できるのか 10 年、20 年かけて行うのか判

断できる具体的な表現ができるとよいの

ではないか。（立花委員） 
●発生確率が不明もしくは小さい、巨大な災

害に対して社会としてどのように取り組

むかといったことが一番問われている点

ではないか、というトーンを含めていた

だきたい。（吉井委員） 
●地震研究のみでは災害軽減はなかなか減

らせないという反省が最初にあると、現

行の新総合基本施策にある「橋渡し機能」

という言葉を使わなくてすむのではない

か。「今までは地震調査研究から災害被

害を軽減するところに直接結びついてい

たが、防災的視点をこれまで以上に持た
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ともが重要である。 なければ災害被害軽減に結びつかない」

ということを記載していただきたい。（福

和委員） 
 

１．これまでの主な成果 

 

平成１１年４月に策定した総合基本

施策において「地震調査研究の推進方

策」及び「当面推進すべき地震調査研究」

として示した課題は、この約１０年間、

国、関係研究機関、国立大学法人等が連

携・協力した体制の中で、いずれも一定

の成果が上げられたと言えよう。具体的

に生み出された主な成果を以下に示す。

 

（基盤観測網の整備） 

 地震本部が策定した「地震に関する

基盤的調査観測計画」等に基づき、高

感度地震観測網やＧＰＳ観測網等、世

界的にも類を見ない全国稠密かつ均質

な基盤観測網が整備されるとともに、

その観測データの幅広い流通・公開が

実現した。このような基盤観測網で得

２．これまでの地震調査研究の進捗 

 

 地震調査研究は、平成１１年４月に策

定された総合基本施策及び平成２１年

４月に策定された新総合基本施策にし

たがって、国、関係研究機関、国立大学

法人等が連携・協力した体制の下中で進

められてきたところである。これまでの

主な地震調査研究の進捗状況等を以下に

示す。 

 

 （基盤観測網の整備） 

  地震本部が策定した「地震に関する

基盤的調査観測計画」等に基づき、陸

域を中心に、高感度地震観測網やＧＰ

Ｓ観測網等、世界的にも類を見ない全

国稠密かつ均質な基盤観測網が整備さ

れるとともに、その観測データの幅広

い流通・公開が実現した。このような
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られた地震観測データ等については、

文部科学省と気象庁との協力の下、一

元的に収集・処理し、地震調査委員会

における地震活動の評価等に提供され

ている。大規模地震対策特別措置法に

基づく地震防災対策強化地域及びその

周辺における観測等も充実した。また、

衛星搭載の合成開口レーダーや、ＧＰ

Ｓ－音響測距方式による地殻変動観測

技術が向上した。 
 
 

 

 

 

 

 

（基礎研究の推進による知見の獲得） 

科学技術・学術審議会の建議「地震

予知のための新たな観測研究計画」等

の下、基盤観測網等で得られる観測デ

ータを基に、低周波微動やスロースリ

ップ現象の発見、プレート境界地震の

基盤観測網で得られた地震観測データ

等については、文部科学省と気象庁と

の協力の下、一元的に収集・処理し、

地震調査委員会における地震活動の評

価等に提供されている。大規模地震対

策特別措置法に基づく地震防災対策強

化地域及びその周辺における観測等も

充実した。また、衛星搭載の合成開口

レーダーや、ＧＰＳ－音響測距方式に

よる地殻変動観測技術が向上した。こ

のように着実に観測網の整備や技術開

発が進展してきたものの、海溝型地震

及びそれに伴う津波に関する調査研究

の進展に必要な海域における地震や地

殻変動の観測網の構築は不十分な状況

にあるであった。 

 

（基礎研究の推進による知見の獲得） 

科学技術・学術審議会の建議「地震

予知のための新たな観測研究計画」等

の下、基盤観測網等で得られる観測デ

ータを基に、低周波微動やスロースリ

ップ現象の発見、プレート境界地震の

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●海域における地震観測、津波観測につい

て、不十分であったことを明記すべき。

（入倉委員） 
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アスペリティモデルの構築、内陸にお

ける地殻のひずみ速度分布の詳細な把

握等、地震発生メカニズムの解明に繋

がる新たな知見の獲得が進んだ。 

 
 
 
 
 
 
 

 （全国を概観した地震動予測地図の作成）

「地震に関する基盤的調査観測計

画」等において、主要活断層帯として

指定した全国１１０の活断層帯及び主

要な海溝型地震を対象とした調査観

測・研究が実施された。これらの調査

観測・研究から得られた結果等に基づ

き、関係機関の協力の下、地震調査委

員会において、地震の発生場所、規模、

将来的な発生確率についての評価（長

期評価）を行い、順次公表している。

また、強震動評価手法の高度化を行う

アスペリティモデルの構築、内陸にお

ける地殻のひずみ速度分布の詳細な把

握等、地震発生メカニズムの解明に繋

がる新たな知見の獲得が進んだ。なお、

東北地方太平洋沖地震の発生を踏ま

え、科学技術・学術審議会測地学分科

会は、現行計画の見直しを進めており、

今後は、その見直した計画に基づき基

礎研究を着実に進めていくことが期待

される必要である。 

 
 （全国を概観した地震動予測地図の作成）

「地震に関する基盤的調査観測計

画」等において、主要活断層帯として

指定した全国１１０の活断層帯及び主

要な海溝型地震を対象とした調査観

測・研究が実施された。地震本部は、

これらの調査観測・研究から得られた

結果等に基づき、関係機関の協力の下、

地震調査委員会において、地震の発生

場所、規模、将来的な発生確率につい

ての評価（地震の長期評価）を行い、

順次評価結果を公表してきた。が、本
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とともに、震源断層を特定した強震動

評価を行い、これについても公表して

いる。さらに、平成１７年３月に長期

評価や強震動評価等の結果を統合した

「全国を概観した地震動予測地図」を

作成・公表するとともに、最新の成果

に基づいて毎年更新を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価結果のうち、海溝型地震の長期評

価については、東北地方太平洋沖地震

を評価対象とできなかったことから、

今後は、評価手法の改善に向けた検討

を行うとともに、これを踏まえて長期

評価を順次改訂していくことが必要で

ある。 
また、強震動評価手法の高度化を行

うとともに、震源断層を特定した強震

動評価を行い、これについても公表し

ている。さらに、平成１７年３月に長

期評価や強震動評価等の結果を統合し

た「全国を概観した地震動予測地図」

（平成２１年７月公表の2009年度版か

らは「全国地震動予測地図」と呼称を

改称）を作成・公表してきた。一方で、

全国地震動予測地図については、確率

論的な情報が国民にとって分かりづら

いという指摘もあることから、地震調

査に関する成果をより効果的な形で提

供できるように、今後、改善に向けた

取組見直しを行っていくことが必要で

ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●なぜ地震動予測地図について改定に向け

た議論を行っているのか丁寧に書かれて

いない。（国崎委員） 
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（緊急地震速報の開始） 

地震発生直後に震源に近い観測点で

観測された地震波を解析して、震源や

地震規模を即時推定する技術が開発さ

れ、その技術に基づき地震動を予測し、

強い揺れが発生する直前にその予測結

果を知らせる緊急地震速報について、

気象庁が平成１８年８月より一部の事

業者向けに、平成１９年１０月からは

一般への提供を開始している。 
 

 
（緊急地震速報の開始） 

   地震発生直後に震源に近い観測点で

観測された地震波を解析して、震源や

地震規模を即時推定する技術が開発さ

れ、その技術に基づき地震動を予測し、

強い揺れが発生する直前にその予測結

果を知らせる緊急地震速報について、

気象庁が平成１８年８月より一部の

事業者向けに、平成１９年１０月から

は一般の提供を開始しており、これま

で一定の役割を果たし、広く社会に受

け入れられつつある。しかし、東北地

方太平洋沖地震発生時に地震規模等を

適切に推定できなかったことや、東北

地方太平洋沖地震の発生以降の、活発

な地震活動に伴ってい、異なる場所で

ほぼ同時に発生した地震を、１つの地

震として処理したこと等により緊急地

震速報が適切に発表できていない事例

が生じており、今後、推定手法のさら

なる高度化等の改善が期待される必要

である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※気象庁の報道発表資料等に基づく修正 
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２．地震調査研究を取り巻く環境の変化 

 

総合基本施策の策定から約１０年間

が経過し、我が国の地震調査研究を取り

巻く環境は変化してきている。 

  

東海・東南海・南海地震や首都直下地

震等については、地震本部の評価で発生

確率が高いと評価されている。また、中

央防災会議においても万人単位の犠牲者

に加えて国家予算規模またはそれを上回

る規模の被害の発生が想定されている。

 
特に、東海地震については、いつ地震

が発生してもおかしくないとされている

が、現在に至るまで発生しておらず、今

後を展望した場合、その発生が一層逼迫

した状況になるとともに、東南海・南海

地震との連動を考慮することも必要とな

る。 
 

なお、東海地震についてはこれまでも

大規模地震対策特別措置法により地震防

３．地震調査研究を取り巻く環境の変化 

 

 地震本部は、前身の総合基本施策の策

定以降のから約１０年間の以下のよう

な地震調査研究を取り巻く環境の変化

を踏まえ、平成２１年４月に新総合基本

施策を策定した。 

・東海・東南海・南海地震や首都直下地震

等の発生確率が高いとの地震本部の評

価及び中央防災会議におけるよるこれ

らの地震により関する甚大な被害が発

生するとの想定の公表 

・「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に

係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法」等の制定による地震防災対策の

推進の強化 

・総合基本施策の策定以降の１０年間にお

ける、国内における大きな被害を伴った

地震や、インドネシアのスマトラ島沖で

の地震（平成１６年１２月）や中国四川

省の地震（平成２０年５月）など国内外

における被害地震の発生      等

 

 
 

※総合施策策定時から新総合施策策定時に

かけての環境の変化に関する記載を圧縮。 
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災対策の強化が掲げられていたが、他の

海溝型地震についても、平成１４年に「東

南海・南海地震に係る地震防災対策の推

進に関する特別措置法」、平成１６年に

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に

係る地震防災対策の推進に関する特別措

置法」が制定されたことにより、地震防

災対策の推進が強化された。 
 

また、この１０年間でも大きな被害を

伴った地震が幾つか発生し、地震という

自然現象は未だ十分に解明されていない

現状にあることが認識された。特に、長

周期地震動による構造物等への影響や、

ひずみ集中帯や海底活断層で発生する地

震の存在が強く国民に認知されるように

なった。 
 

さらに、平成１６年（2004 年）１２月

にインドネシアのスマトラ島沖で発生し

た地震・津波災害及び平成２０年（2008
年）５月に中国四川省で発生した地震災

害は、地震多発国である我が国において

しかしながら、新総合基本施策の策定

以降に、東北地方太平洋沖地震が発生

し、地震調査研究を取り巻く環境には、

以下のような新たな変化が見られる。 

 

東北地方太平洋沖地震を教訓として、

内閣府に設置された「南海トラフの巨大

地震モデル検討会」では、「あらゆる可

能性を考慮した最大クラスの巨大な地

震・津波の想定を検討していくべきであ

る」という考えに基づき、平成２４年３

月、これまでの想定を大幅に上回る震度

分布・津波高を公表した。なお、この想

定は、地震調査研究の進展により、東海・

東南海・南海地震の連動のみならず、日

向灘の地震までの連動の可能性が指摘さ

れたことを踏まえたものである。 
 
また、南海トラフで発生する地震だけ

でなく、首都直下型地震についても、最

新の地震調査研究の成果において、これ

までの想定よりも強い地震動が首都圏で

発生する可能性が指摘されており、地方

 
 
 
 
 

※内閣府の報告に基づく修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「首都直下地震防災・減災特別プロジェク

ト」成果取りまとめに基づく修正 
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も甚大な被害が発生する危険性があるこ

とを改めて認識させた。 
 

なお、我が国がインドネシアや西太平

洋諸国に整備した観測網が現地の地震観

測に貢献したり、人工衛星が中国四川省

で発生した地震による地殻変動を詳細に

検出する等、近年、我が国の活動が、世

界の地震調査研究に貢献した事例が増え

てきている。また、我が国の先進的な地

震調査研究に対する諸外国の関心も高ま

りつつある。 

 

他方、平成１８年７月に地震本部が取

りまとめた「総合基本施策の評価につい

て」では、国立大学の法人化に伴う基盤

観測網の維持への影響、研究成果の発信

力向上の必要性、津波予測精度の向上等

津波への対応の重要性、東海・東南海・

南海地震の連動性を考慮した総合基本施

策における項目立ての再検討の必要性

等、新総合基本施策の検討に向けた具体

的な指摘がなされた。 

公共団体等ではこれらの研究成果を活用

した想定地震の検討がを行われってい

る。 
 
このように、中央防災会議や地方公共

団体等において、地震・津波の想定の見

直しに向けた検討が活発化し、に最新の

地震調査研究の知見が活用されている一

方で、例えば、過去の地震・津波の発生

履歴データや、海域のプレート境界の応

力等を把握するための海底地殻変動観測

データや、海域における活断層の位置・

形状に関するデータ、過去に発生した地

震・津波を示す地震発生履歴データなど、

想定を検討する際の地震・津波に関する

調査観測データは未だに十分ではない状

況にある。 
 
また、あらゆる可能性を考慮した最大

クラスの巨大な地震・津波の想定最大想

定のみならず、今後、比較的高い頻度で

発生し得る地震・津波の規模や発生確率

を予測する長期評価は、地方公共団体等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●防災対策は頻度の高い地震と最悪シナリ

オの地震との２つの対策を考える必要が

ある。（島崎委員、古村教授） 
●想定される最悪シナリオの想定を行うこ

とは当然必要だが、最悪シナリオばかり
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が適切な想定や防災対策を検討する上で

の基礎データとなり得ることから、今後

の地震本部の長期評価の改善と併せて、

これらに効果的に貢献できるような情報

発信の取組が必要である。地震調査委員

会では、東北地方太平洋沖地震のような

過去の発生履歴が十分でない地震も対象

とすべく、繰り返し発生し得る地震の長

期評価の高度化に向けた検討を行ってい

る。 
 

を追い求めた場合、現在の経済情勢も考

慮する必要があり、本当に防災対策が出

来るかどうかが問題になる。最悪シナリ

オがどれくらいの危険度で発生するのか

ということ、すなわち地震予測の研究も

同時に行っていく必要がある。（本藏部

会長） 

３．今後に向けた課題 

 

これまでの地震調査研究の成果につい

ては、国や地方公共団体等の防災・減災

対策や、地震像や災害リスクに関する国

民の具体的理解に必ずしも十分に結びつ

いていないとの指摘がある。このため、

国民や地方公共団体等の防災・減災対策

のニーズ等を正確に把握した上で地震調

査研究を推進する必要がある。 

 

 

４．今後に向けた課題 

 
東日本大震災の発生により、これまで

行ってきた地震調査研究の成果が国や

地方公共団体等の防災・減災対策や、地

震像や災害リスクに関する国民の具体的

理解に十分に結びついていなかったこと

が浮き彫りとなった。このような課題を

踏まえ、今後発生する可能性のある巨大

地震・津波による被害を軽減するため、

今後は国民や地方公共団体等の防災・減

災対策のニーズを受け止めるための取組

 
 

●今後の課題等の書きぶりをもう少し切迫

性のある表現に出来ないか。（江口委員） 
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これまでに地震本部が実施してきた長

期評価や現状評価は、例えば、東南海地

震のみが発生した後に南海地震がどのよ

うに発生するかというような、地震の詳

細な切迫度についての情報を提供できる

水準に至っていない。特に、我が国の将

来を見通したとき、国難となり得る東

海・東南海・南海地震やそれらと前後し

て発生する可能性の高い地震を対象とし

た調査観測研究を強力に推進すること

は、最も重要な課題である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を積極的に行い、これを踏まえた地震調

査研究を推進する必要がある。 

 

これまでに地震本部が実施してきた長

期評価や現状評価では、基本的には過去

の地震発生履歴に基づいていたるため、

東北地方太平洋沖地震のような低頻度で

発生する超巨大地震の評価には限界があ

ったる。また、現在の長期評価手法では、

例えば、東南海地震のみが発生した後に

南海地震がどのように発生するかという

ような、地震の詳細な切迫度についての

情報を提供できる水準にも至っていな

い。特に、我が国の将来を見通したとき、

国難ともなり得るような東海・東南海・

南海地震やそれらと前後して発生する可

能性の高い地震を対象とした調査観測研

究を強力に推進することは、重要な課題

である。 
これらの問題課題を解決するために

は、過去の地震発生履歴データを充実す

ることに加えて、海底におけるでの地殻

変動観測や地震観測等の調査観測を強化

 
 
 
 
 
 
 
 

●「東南海地震のみが」という表現は東海地

震がもう起きないのかという気になる。

（島崎委員） 
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また、人的被害の軽減に特に有効で

あると考えられる緊急地震速報について

し、得られた観測データを活用して、地

震・津波発生モデルを構築するなどして

し、予測精度の向上に向けて調査研究を

行っていくことが重要である。特に、わ

が国の将来を見通したとき、国難ともな

り得るような東海・東南海・南海地震や

それらと前後して発生する可能性の高い

地震を対象とした調査観測研究を強力に

推進するとともに、東北地方太平洋沖地

震の発生メカニズムの解明を行い、超巨

大地震の理解を深めていくことが必要で

ある。 
また、地震本部においては、このよう

な新たな知見や観測データを取り込み、

長期評価手法の高度化に不断の取組とし

て取り組んでいくことが重要である。な

お、この高度化のためには、東北地方太

平洋沖地震の発生メカニズムの解明を行

い、超巨大地震の理解を深めていくこと

も不可欠である。 
 

また、緊急地震速報については、運用

後一定の役割を果たし、広く社会に受け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※気象庁の報道発表資料等に基づく修正 
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は、推定震度の精度向上が求められてお

り、陸海域のリアルタイム地震観測網の

強化及び即時震源域推定手法の開発等に

よる予測技術高度化が重要な課題であ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

さらに、現行の津波予報警報の第一報

は専ら地震計データから求められた震

源・マグニチュードに基づくため、その

精度は必ずしも良いものではない。今後

は、海域で観測された津波データの即時

利用等による津波予測手法の開発を進

入れられつつあるが、東北地方太平洋沖

地震発生時に地震の規模等を適切に推定

できなかったことや、東北地方太平洋沖

同地震の発生以降の、活発な地震活動に

伴ってい、異なる場所でほぼ同時に発生

した地震を、１つの地震として誤って処

理したこと等により、緊急地震速報が適

切に発表できていない事例が生じた。今

後、緊急地震速報の精度を向上させるた

めには、推定手法のさらなる高度化や陸

海域のリアルタイム地震観測網の強化、

即時震源域推定手法の開発等による予測

技術の高度化等が必要である。また、緊

急地震速報を迅速かつ確実に着実に国民

等に伝達する手法の高度化が併せて必要

であることにも留意する必要がある。 

 

  さらに、現行の津波予報警報の第一報

は専ら陸域の地震計データから求められ

た震源・マグニチュードに基づくことか

ら、東北地方太平洋沖地震の際には、気

象庁が津波警報で発表した情報は、実際

の津波の規模や高さを大きく下回るもの

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「津波警報の発表基準等と情報文のあり方

に関する提言」等に基づく修正 
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め、その精度を向上させていく必要があ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

であった。また、海域における観測網の

整備やこれを活用した津波即時予測技術

の高度化の取組が十分ではなかったとい

う指摘もある。津波警報第一報で発表し

た津波高さが過小評価となったこと、及

び沖合の津波計の活用が十分ではなかっ

たことが問題点として指摘されている。

さらに、これを踏まえに加えて、今後は、

海域における観測網の整備を進め、津波

データの活用即時利用等による津波即時

予測手法の開発を確実に行い、その精度

を格段に向上させていく必要がある。さ

らに、これに加えて、今後は、なお、精

度の向上に当たっては、陸域のＧＮＳＳ

観測網を用いて地震規模や震源域を即時

に推定する技術の活用も期待されること

が可能となることが見込まれる。また、

津波に関する情報を迅速かつ確実に伝達

する手法のことも重要であり、その高度

化も併せて必要であることにもに留意が

する必要でがある。 
 
また、今回の東日本大震災における甚

 
 
 
 

●「ＧＰＳ波浪計」を「津波計」に置き換え 
て活用するための手法が十分ではなかった

と修正していただきたい。（上垣内委員） 
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それに加えて、現行の総合基本施策で

は不十分であった事項についても改善す

る必要性が高まっている。例えば、地震

本部でのこれまでの調査観測の対象は１

１０の主要活断層帯及び主要な海溝型地

大な津波被害を踏まえ、地震本部では、

これまで行ってきた地震の評価に加え

て、津波の高さや浸水域等を評価する方

法や、その示し方について検討を行うこ

ととしている。これらの取組を進めるた

めには、津波発生予測に関する調査研究

の取組を強力に進めることが重要であ

る。また、津波の発生要因となりうる海

底活断層については、系統的なデータが

十分にないことから、今後、調査観測を

行っていくことが重要である。さらに、

この評価結果については、を地方公共団

体による津波の想定の検討や津波ハザー

ドマップ作成等に活用できる基礎情報と

して提供するなど、今後の津波防災に活

かせるように効果的に成果を普及する方

法を検討していくことが重要である。 

  地震本部は、これまで１１０の主要活

断層を選定し、これを対象として調査観

測を進めてきたが、近年、沿岸海域を震

源とする被害地震が多発していることを

踏まえて、沿岸海域の活断層についても

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※活断層調査の進展状況等を反映。 
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震に限定されている。その結果、近年、

沿岸海域を震源とする被害地震が多発し

ているにもかかわらず、当該地域の調査

観測・研究は殆ど行われていない。 
 
 
 
 
 
また、甚大な被害が予測される首都直

下地震についても、震源断層の位置や詳

細な強震動予測のための情報が不足して

いる。石油タンクや高層ビル等に深刻な

影響を与え得るとされる長周期地震動に

関する調査観測研究も望まれるようにな

ってきている。さらに、活断層のごく近

傍では、強震動のほかに断層のずれによ

る被害が生じることが考えられるため、

活断層の位置形状の把握が重要である

が、現行の評価で用いられている活断層

図の精度は必ずしも十分でない。 
 

他方、地震による被害を軽減するため

調査観測を進めてきた。 
  地震本部では、今後、地域単位で詳細

な活断層の評価を行うこととしておりい

るが、これに貢献すべくこれまで調査観

測を進めてきた１１０の主要活断層や沿

岸海域の活断層を含む活断層の位置・形

状等の把握を行うことができるよう調査

観測を着実に実施することが重要であ

る。 
また、強震動に関しては、東北地方太

平洋沖地震発生時に高層ビル等に影響を

及ぼした長周期地震動についても、に関

する調査観測研究を強化する必要があ

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

他方、地震による被害を軽減するため

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●現場における高層ビル等の耐震補強など

を強力に推し進めるためには、長周期地震

動に関する観測研究の強化を行い、もう少

しきちんと情報提供することが必要。（入

倉委員） 
 
 
 
 
 
 
 
 

●今回の東日本大震災、さらに過去の津波災
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には、理学、工学、社会科学分野の連携

の下、具体的な調査観測研究、防災・減

災対策に向けた取組を推進する必要があ

る。特に、これまで行ってきた広域的な

地震ハザード研究を個別の施設や機能に

関するリスク評価に結びつけていくこと

は不可欠である。 
 
 
 

 
 

地震本部と中央防災会議、地方公共団

体、民間企業、NPO 等との連携・協力に

ついて一層推進する必要がある。これま

での地震本部の評価等においては、これ

らの関係機関等が有する情報を有効に活

用しきれていないことが指摘されてい

る。地震本部の評価等についても、これ

らの関係機関等で十分に活用される工夫

が必要である。 

 

 

には、理学、工学、社会科学分野の連携

をこれまで以上に強化し、具体的な調査

観測研究、防災・減災対策に貢献するた

めのに向けた取組を強力に推進する必要

がある。特に、これまで行ってきた広域

的な地震ハザード研究を個別の施設や機

能に関するリスク評価に結びつけていく

ことが不可欠でありる。また、地震調査

研究を防災リテラシーの向上や実際の防

災活動につなげていくことも重要であ

る。 
 

東日本大震災の発生により、これまで

行ってきた地震調査研究の成果が国や地

方公共団体等の防災・減災対策や、地震

像・災害リスクに関する国民の具体的理

解に十分に結びついていなかったことが

浮き彫りとなったことを踏まえ、地震本

部と中央防災会議、地方公共団体、民間

企業、ＮＰＯ等との連携・協力について

も一層強化する必要がある。さらに、こ

れらの関係機関等のニーズを受け止める

ための取組を積極的に行い、これを踏ま

害から得た知見・教訓を整理し、社会学・

心理学の研究者と協力して、最適な防災情

報・災害情報の出し方について検討してい

く必要がある。（古村教授） 
●国民・地方公共団体にイメージを持たせる

ため、リスクをはっきり示すことが非常に

重要である。（島崎委員） 
●情報を十分解釈でき、イメージを市民も地

方公共団体の防災担当者も持てるような

つくり方を行う必要がある。防災担当者

がそれをよく理解して、住民に一番逃げ

やすい形で伝えるというような仕組み作

りもあわせて行う必要がある。（気仙沼

市佐藤危機管理監兼危機管理課長） 
●「災害リテラシー」という言葉より、「防

災リテラシー」という言葉がよい。（重

川委員） 
 
 
 
 
 
 



 - 35 -

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地震調査研究を推進する体制について

は、国、関係研究機関、大学等が保有す

る観測施設・設備等の老朽化が著しい状

況にあるものの、その更新及び維持管理

えた地震調査研究を推進する必要があ

る。 
また、これまでの地震本部の評価等に

おいては、これらの関係機関等が有する

情報を有効に活用しきれていないことが

指摘されている。地震本部の評価等につ

いても、これらの関係機関等で十分に活

用される工夫が必要である。 

 
地震・津波現象には観測データ不足や

未解明な部分も多いことや観測データの

不足もありく、地震本部の長期評価等の

予測には常に科学的限界を伴う。地震調

査研究の成果や長期評価を発表する際に

は、このような、科学的知見の限界や予

測の誤差やばらつき等について、国民や

地方公共団体に向け適切に情報発信する

ための取組も必要である。 
 

地震調査研究を推進する体制について

は、国、関係研究機関、大学等が保有す

る観測施設・設備等の老朽化が著しい状

況にあるものの、その更新及び維持管理

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●長期評価・地震動予測地図の含む誤差の大

きさを伝えることは重要。（各委員） 
●発生確率などの曖昧さをどのように取り

込んで公表するのか、専門的、系統的な

検討が必要。（入倉委員等） 
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が困難な状況が生じつつある。さらに、

地震分野を専攻する大学院生が減少する

等、地震調査研究の次世代を担う若手研

究者が不足しているとの指摘がある。ま

た、地震調査研究に不可欠な観測業務を

担う人材も減少傾向にある。 
 
 
 
 
 
 

上記に掲げるような新たな課題が山積

していることから、これまでの研究を一

層進め、今後の地震調査研究が目指すべ

き目標や、その目標の実現に向けて取り

組むべき事項等を提示する必要がある。

 

 

 

 

 

 

が困難な状況が生じつつある。さらに、

地震分野を専攻する大学院生が減少する

等、地震調査研究の次世代を担う若手研

究者が不足しているとの指摘がある。ま

た、地震調査研究に不可欠な観測業務を

担う人材も減少傾向にある。地震調査研

究の次世代を担う若手研究者このような

人材の育成・確保に努めるとともに、地

震調査研究の成果を国民に分かりやすく

伝え、防災対策への活用を支援する人材

育成に関するの取組も重要である。 
 

上記に掲げるような新たな課題が山積して

いることから、これまでの研究を一層進め、

今後の地震調査研究が目指すべき目標や、

その目標の実現に向けて取り組むべき事項

等を提示する必要がある。 

 
 
 
 
 

●担い手の人を防災教育などにより育成す

ることは長期的な観点から重要である

が、本当にできるかどうかが問題。（吉

井委員） 
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第２章 基本理念と「新たな地震調査研究

の推進について」の位置づけ 

 

１．地震調査研究の基本理念 

 

今後３０年程度を考えると、我が国

は、東海・東南海・南海地震や首都直

下地震等の甚大な被害を生じさせる地

震が高い確率で発生すると予想されて

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地震本部は、地震防災対策特別措置

法の趣旨に則り、地震防災対策の強化、

特に地震による被害の軽減に向けて、

地震調査研究を推進し、その成果を効

第２章 基本理念と「新たな地震調査研究

の推進について」の位置づけ 

 

１．地震調査研究の基本理念 

 

今後３０年程度を考えると、我が国

は、東海・東南海・南海地震や首都直

下地震等の甚大な被害を生じさせる地

震が高い確率で発生すると予想されて

いる。また、地震本部では、平成２３

年３月１１日の東北地方太平洋沖地震

の発生に伴い、特に震源域周辺におい

て規模の大きい誘発地震及びそれに伴

う津波が発生する可能性が評価してい

る。もある。さらに、その他の領域に

おいても、被害を伴う地震・津波が発

生する可能性があることから、知見を

蓄積していく必要がある。 
 

地震本部は、地震防災対策特別措置

法の趣旨に則り、地震防災対策の強化、

特に地震による被害の軽減に向けて、

地震調査研究を推進し、その成果を効

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●東日本大震災を経験して、「基本理念」に

よる指摘が正しかったことは検証された

が、当面の課題として、「東海・東南海・

南海地震や首都直下地震等」に限定してし

まった点については変更すべき。（入倉委

員） 
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果的に防災研究や防災・減災対策に繋

げる役割を担っている。また、地震調

査研究を進める上では、地震のみに着

目するのではなく、地震により二次的

に発生する津波等の自然現象をも含む

総合的かつ科学的な理解を深める必要

がある。 

 
こうした地震調査研究に課せられた

使命に基づいて、今後の地震調査研究

を進めるに当たっては、概ねこれから

の３０年間程度を見越して、次の内容

を基本的な理念に据える。 
 

（基本理念） 

地震災害から国民の生命・財産を守

り、安全・安心な社会を実現するため、

将来発生し得る大規模な地震に関し

て、過去及び現在の地殻活動等を把握

し、より精度の高い地震発生予測及び

地震動・津波予測を実現する。 
 
 

果的に防災研究や防災・減災対策に繋

げる役割を担っている。また、地震調

査研究を進める上では、地震のみに着

目するのではなく、地震により二次的

に発生する津波等の自然現象をも含む

総合的かつ科学的な理解を深める必要

がある。 

 
こうした地震調査研究に課せられた

使命に基づいて、今後の地震調査研究

を進めるに当たっては、概ねこれから

の３０年間程度を見越して、次の内容

を基本的な理念に据える。 
 

（基本理念） 

地震災害から国民の生命・財産を守

り、安全・安心な社会を実現するため、

将来発生し得る大規模な地震に関し

て、過去及び現在の地殻活動等を把握

し、より精度の高い地震発生予測及び

地震動・津波予測を実現する。さらに、

地震や津波の即時予測の高精度化に向

けた調査研究を推進する。 
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当面は、今後３０年間の発生確率が

高いだけでなく、発生した場合に我が

国の社会・経済活動に深刻な影響を及

ぼす東海・東南海・南海地震や、それ

らと前後して発生する可能性の高い地

震、さらに首都直下地震等に関する調

査研究を総合的かつ戦略的に推進す

る。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
こうした調査研究の成果を確実かつ

 
当面は、今後３０年間の発生確率が

高いだけでなく、発生した場合に我が

国の社会・経済活動に深刻な影響を及

ぼす東海・東南海・南海地震や、それ

らと前後して発生する可能性の高い地

震、さらに首都直下地震等に関する調

査研究を総合的かつ戦略的に推進す

る。 
 

 また、東北地方太平洋沖地震の影響

により、震源域周辺での規模の大きい

誘発地震及びそれに伴う津波が発生す

る可能性も懸念されており、これらの

地震・津波などについても調査観測を

推進する。 
なお、これらの地域以外においても、

甚大な被害を及ぼす地震及び津波が発

生する可能性があることを常に念頭に

置いて調査観測を推進し、知見を蓄積

していく必要がある。 
 

 こうした調査研究の成果を確実かつ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●東日本大震災を経験して、「基本理念」に

よる指摘が正しかったことは検証された

が、当面の課題として、「東海・等南海・

南海地震や首都直下地震等」に限定してし

まった点については変更すべき。（入倉委

員） 
※パブコメを踏まえた修正 
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迅速に国民に発信することにより、国

難というべき地震災害を生じさせるこ

れらの地震に対して、被害を最小限に

抑えることの出来る社会の構築に積極

的に寄与する。 

迅速に国民や地方公共団体に発信する

ことにより、国難ともいうべき大規模

災害を生じさせるこれらの地震に対し

て、被害を最小限に抑えることの出来

る社会の構築に積極的に寄与する。こ

のためには、国民や地方公共団体、地

震調査研究を活用する専門家等の研究

成果の受け手側のそれぞれの利用形態

に応じた情報提供を行うことが重要で

ある。また、科学的限界等を適切に伝

えることにより、適切な防災・減災対

策につながるような取組を推進する。

 

 
 
 
 

●国民・地方公共団体にイメージを持たせる

ため、リスクをはっきり示すことが非常に

重要である。（島崎委員） 
●情報を十分解釈でき、イメージを市民も地

方公共団体の防災担当者も持てるような

つくり方を行う必要がある。防災担当者が

それをよく理解して、住民に一番逃げやす

い形で伝えるというような仕組み作りも

あわせて行う必要がある。（気仙沼市佐藤

危機管理監兼危機管理課長） 
●地域の大学や研究機関等との連携を通じ

た、地震調査研究の地方公共団体の地震防

災対策への反映のため、各種のデータ・調

査研究成果の提供や研究人材の育成など、

各地域において地震調査研究の成果が活

用される仕組みづくりにさらに取り組ま

れたい。（福和委員等） 
●長期評価・地震動予測地図の含む誤差の大

きさを伝えることは重要。（各委員） 
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●発生確率などの曖昧さをどのように取り

込んで公表するのか、専門的、系統的な

検討が必要。（入倉委員） 
●地方公共団体や国民に加え、成果を利用す

る側の関連する専門家についても視点と

して入れていただきたい。「受け取りや

すい」ではパッシブな印象であり、背景

や使い方など、判断に必要となる情報と

ともに提供いただくという表現が必要。

（中埜委員） 
●自治体の問題として、長期的視野で取り組

むものと急を要するものの判断が難しい

というところがある。自治体が具体的な

政策を検討するにあたり、すぐに予算化

できるのか 10 年、20 年かけて行うのか判

断できる具体的な表現ができるとよいの

ではないか。（立花委員） 
 

２．「新たな地震調査研究の推進について」

の位置づけ 

 

（１）本施策の位置づけ 

 

２．「新たな地震調査研究の推進について」

の位置づけ 

 

（１）本施策の位置づけ 
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新総合基本施策は、これからの３０

年間程度の長期を見通しつつ、基本理

念に記した内容を達成するための基礎

固めとなる当面１０年間に取り組むべ

き地震調査研究に関する基本目標を示

すとともに、その達成に向けた具体的

手法、さらに研究推進のために横断的

に取り組むべき重要事項等を提示する

計画として位置づける。 
 
 
 
 

 
 
同時に、地震本部の任務である総合

的な調査観測計画の策定、地震調査研

究関係予算の事務の調整、国、関係研

究機関、国立大学法人等の調査観測結

果等の収集、整理、分析及びそれらに

基づく総合的な評価、広報等の指針と

なるものとする。 
 

平成２１年４月、新総合基本施策は、

これからの３０年間程度の長期を見通

しつつ、基本理念に記した内容を達成

するための基礎固めとなる当面１０年

間に取り組むべき地震調査研究に関す

る基本目標を示すとともに、その達成

に向けた具体的手法、さらに研究推進

のために横断的に取り組むべき重要事

項等を提示するものとして策定され

た。した。東北地方太平洋沖地震の発

生を踏まえ、改訂した本施策について

も、東北地方太平洋沖地震の発生を受

けた改訂の後、改訂前と同様に平成３

１年までのものとする。 
 

同時に、地震本部の任務である総合

的な調査観測計画の策定、地震調査研

究関係予算の事務の調整、国、関係研

究機関、国立大学法人等の調査観測結

果等の収集、整理、分析及びそれらに

基づく総合的な評価、広報等の指針と

なるものとする。 
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（２）「地震及び火山噴火予知のための

観測研究計画の推進について」（建

議）との関係 

 

地震調査研究は、平成７年に地震本

部が発足して以降、基盤観測網の整備

等により飛躍的な進展を遂げてきた

が、これは旧文部省測地学審議会の建

議「地震予知計画」や「地震予知のた

めの新たな観測研究計画」に基づき、

大学等の研究者を中心に、それまで３

０年以上にわたって着実に進められて

きた地震予知研究の積み重ねがあっ

て、初めて生み出されたものである。

また、現行の総合基本施策の成果につ

いても、地震予知研究の進展なしには

達成し得なかったと言える。 
 
平成２０年７月にとりまとめられた

科学技術・学術審議会の建議「地震及

び火山噴火予知のための観測研究計画

の推進について」は、研究者の自由な

発想に基づいた議論の上で策定された

（２）「地震及び火山噴火予知のための

観測研究計画の推進について」（建

議）との関係 

 

地震調査研究は、平成７年に地震本

部が発足して以降、基盤観測網の整備

等により飛躍的な進展を遂げてきた

が、これは旧文部省測地学審議会の建

議「地震予知計画」や「地震予知のた

めの新たな観測研究計画」に基づき、

大学等の研究者を中心に、それまで３

０年以上にわたって着実に進められて

きた地震予知研究の積み重ねがあっ

て、初めて生み出されたものである。

また、現行の総合基本施策の成果につ

いても、地震予知研究の進展なしには

達成し得なかったと言える。 
 
平成２０年７月にとりまとめられ

た、東北地方太平洋沖地震を踏まえて

見直しに向けた議論が行われている科

学技術・学術審議会の建議「地震及び

火山噴火予知のための観測研究計画の
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学術的な観測研究計画である。一方、

新総合基本施策は、地震防災・減災の

実現に資するため、政府として推進す

べき地震調査研究の基本を定めた戦略

的な計画であり、ここで示す基本目標

の達成に向けては、建議に基づく基礎

的研究の成果を取り入れて推進してい

くことが必要である。 
 
 
 
 
 
 
また、建議でも示されているように、

地震及び火山現象は共通する地球科学

的背景を持つことから、地震に関する

調査研究を実施する場合には火山研究

にも配慮することとする。 
 

推進について」は、研究者の自由な発

想に基づいた議論の上で策定された学

術的な観測研究計画である。本計画に

ついては、東北地方太平洋沖地震を踏

まえて見直しに向けた議論を行ってい

るところである。一方、新総合基本施

策は、地震防災・減災の実現に資する

ため、政府として推進すべき地震調査

研究の基本を定めた戦略的な計画であ

り、ここで示す基本目標の達成に向け

ては、建議に基づく基礎的研究の成果

を取り入れて推進していくことが必要

である。 
 

 また、建議でも示されているように、

地震及び火山現象は共通する地球科学

的背景を持つことから、地震に関する

調査研究を実施する場合には火山研究

にも配慮することとする。 
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第３章 今後推進すべき地震調査研究 

 

１．当面１０年間に取り組むべき地震調査

研究に関する基本目標 

 

第２章に示した基本理念の達成に

向けて、地震本部は地震現象そのもの

の解明のための研究と、その成果を防

災・減災対策に効果的に結びつけるた

めの施策を総合的かつ戦略的に実施

することが求められている。このた

め、研究機関等において、関連する調

査観測研究を行う。特に、当面１０年

間では、（１）海溝型地震を対象とし

た調査観測研究による地震発生予測

及び地震動・津波予測の高精度化、

（２）活断層等に関連する調査研究に

よる情報の体系的収集・整備及び評価

の高度化、（３）防災・減災に向けた

工学及び社会科学研究を促進するため

の橋渡し機能の強化、を重点的に実施

する。 

 

第３章 今後推進すべき地震調査研究 

 

１．当面１０年間に取り組むべき地震調査

研究に関する基本目標 

 

第２章に示した基本理念の達成に

向けて、地震本部は地震現象そのもの

の解明のための研究と、その成果を防

災・減災対策に効果的に結びつけるた

めの施策を総合的かつ戦略的に実施

することが求められている。このた

め、研究機関等において、関連する調

査観測研究を行う。特に、当面１０年

間では、（１）海溝型地震を対象とし

た地震発生予測の高精度化に関する

調査観測の強化、地震動即時予測及び

地震動予測の高精度化、（２）津波即

時予測技術の開発及び津波予測に関す

る調査観測の強化、（３）活断層等に

関連する調査研究による情報の体系

的収集・整備及び評価の高度化、（４）

防災・減災に向けた工学及び社会科学

研究との連携強化、を重点的に実施す
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（１）海溝型地震を対象とした調査観測

研究による地震発生予測及び地震

動・津波予測の高精度化 

 
 

① 総合的な調査観測研究 

これまで地震本部では、ある地域

において大きな被害をもたらすと予

想される地震の発生時期がある程度

推定できれば、それに応じた防災・

減災対策が可能になるという観点

で、地震発生の可能性の長期評価を

実施し、一定の成果を上げてきた。

しかしながら、現在の長期評価は、

過去の地震発生履歴のみに基づいて

いるため、地震の時間的及び空間的

な連動発生の可能性等を評価できる

ものではない。この状況を打破する

ためには、基盤観測網で得られた観

測データ等を用いて、プレート境界

の応力やすべり速度等の現状評価を

る。 

 

（１）海溝型地震を対象とした地震発生

予測の高精度化に関する調査観測の

強化、地震動即時予測及び地震動予

測の高精度化 

 

① 総合的な調査観測研究 

 これまで地震本部では、ある地域に

おいて大きな被害をもたらすと予想

される地震の発生時期がある程度推

定できれば、それに応じた防災・減災

対策が可能になるという観点で、地震

発生の可能性の長期評価を実施し、一

定の成果を上げてきた。しかしなが

ら、これまでの長期評価では、主とし

て過去の地震発生履歴に基づいた統

計的手法によるため、東北地方太平洋

沖地震のような発生間隔が長いと考

えられているＭ９クラスの超巨大地

震を対象としたの評価には、その地震

発生履歴データが十分にはないこと

などから限界が困難である。また、地

 
 
 
 
 
 
 
 

●総合的な津波堆積物の調査や、古文書、文

献、痕跡、記録について、きちんと調査を

して保存するということは非常に重要。

（上垣内委員） 
●海底地殻変動の観測を推進すべき。（本藏

委員、上垣内委員） 
●複数アスペリティ連動メカニズムの解明

のため、連動性評価のためのシミュレーシ

ョン研究に、海域の地殻変動データを同化

させる技術の取り込みが必要。（上垣内委

員） 
●非常に長い活断層があるということは非

常に長いところが同時にずれた証拠であ

る。このような証拠を重視してこなかっ

た。あるいはデータが不十分であったとい
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高度化し、それらの成果を数値シミ

ュレーションに取り込むこと等によ

って、地震発生の予測精度を向上さ

せる必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
このため、基本目標として、 

○海溝型地震の連動発生の可能性評

価を含めた地震発生予測の精度向

上 

 

を設定する。 

 

震の時間的及び空間的な連動発生の

可能性等の評価を行えるものではな

い。この状況を打破するためには、津

波堆積物・海底活断層・海底堆積物及

び歴史文献資料等古文書の調査によ

る等の過去の地震発生履歴データ把

握の充実や、海域の地震観測網や海底

地殻変動観測、プレート境界面からの

地質試料の採取・分析等から得られた

データによるプレート境界付近の応

力やすべり速度等の現状評価の高度

化等に取り組むとともに、それらの成

果を数値シミュレーションに取り込

むこと等によって、地震発生の予測精

度を向上させる必要がある。 
 

このため、基本目標として、 
○Ｍ９クラスの超巨大地震の発生や

海溝型地震の連動発生の可能性評

価を含めた地震発生予測の精度向

上 

を設定する。 

 

うことは大きな地震の予測ができなかっ

た原因の一つである。（島崎委員） 
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   基本目標の達成に向けて、 
・海域における重点的なリアルタイム

地震観測網の整備 
・プレート境界の応力等の把握のため

の地震・地殻変動観測 
・海陸統合の地殻構造調査 

 
 
 
 
 

・海溝型地震の物理モデル構築のため

の調査研究 
・海溝型地震の発生予測手法の開発 
等を、科学技術・学術審議会の建議に

よる基礎的観測研究の成果も活用しつ

つ、総合的に推進する。 
 

東海・東南海・南海地震について

は、地震本部の長期評価による発生

確率が極めて高いだけでなく、中央

防災会議もその発生に伴う甚大な被

害を予測している。さらに過去の事

    基本目標の達成に向けて、 
・海域における重点的なリアルタイ

ム地震観測網の整備 
・プレート境界の応力等の把握のた

めの地震・地殻変動観測 
・海陸統合の地殻構造調査 

・深部掘削によるプレート境界面の

地質試料採取・分析 
・津波堆積物・海底活断層・海底堆

積物及び歴史文献資料等古文書の

調査の充実 
・海溝型地震の物理モデル構築のた

めの調査研究 
・海溝型地震の発生予測手法の開発

等を、科学技術・学術審議会の建議

による基礎的観測研究の成果も活用

しつつ、総合的に推進する。 
 

東海・東南海・南海地震について

は、地震本部の長期評価による発生

確率が極めて高いだけでなく、中央

防災会議もその発生に伴う甚大な被

害を予測している。これらの地震が

 
 
 
 
 
 

●海溝軸近傍のボーリングにより、高速滑り

の痕跡が見つかった。分岐断層にも高速滑

りの痕跡が見つかっている。地震本部とし

て、新しい調査観測を強力にサポートすべ

きである。（本藏委員） 
●プレート境界の構造だけでなく、物性も含

め、地震発生シミュレーションを行う必要

がある。（金田ＰＬ） 
●総合的な津波堆積物の調査や、古文書、文

献、痕跡、記録について、きちんと調査を

して保存するということは非常に重要。

（上垣内委員等） 
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例では、東海・東南海・南海地震と

同期して内陸の地震も活発化してい

る。これらの地震が発生した場合、

日本の社会・経済活動に深刻な影響

を及ぼすおそれがあるため、東海・

東南海・南海地震を主たるターゲッ

トとして、海溝型地震についての総

合的な調査観測研究を推進する。な

お、大規模地震対策特別措置法に基

づく地震防災対策強化地域及びその

周辺における観測、測量等について

も推進し、予知の可能性のある東海

地震に関する観測監視体制や予知精

度の向上に引き続き努力する。 
 
 
 

また、日本海溝・千島海溝で発生

する地震も大きな被害をもたらし得

るため、戦略的に調査観測研究を実

施する。 

 
 

発生した場合、日本の社会・経済活

動に深刻な影響を及ぼすおそれがあ

るため、東海・東南海・南海地震に

ついての総合的な調査観測研究を推

進する。さらに過去の事例では、東

海・東南海・南海地震と同期して内

陸の地震も活発化していることか

ら、海溝型地震との関連性について

も留意して内陸の地震の長期評価を

進めていくことが重要である。なお、

大規模地震対策特別措置法に基づく

地震防災対策強化地域及びその周辺

における観測、測量等についても推

進し、予知の可能性のある東海地震

に関する観測監視体制や予知精度の

向上に引き続き努力する。 
 

 また、日本海溝については、東北

地方太平洋沖地震により、活発な余

震活動が続いている震源域や、誘発

地震のおそれのある震源域周辺で

は、今後も大きな被害を及ぼす地

震・津波が発生する恐れがあるため、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●重点的な対象地域について、東海・東南

海・南海地域に限定せずに、東北地方太平

洋沖地震以後の、地震活動の推移を監視し

ながら、重点対象地域の再検討が必要。（入

倉委員） 
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 プレート運動の現状と周囲への影

響を正確に把握し、海溝型地震の発

生に至る推移予測を実現すること

で、国、地方公共団体、民間企業、

NPO 等、さらには個人に対して、よ

り実際のニーズに即した情報を提供

することが可能となり、防災・減災

対策の促進や国民の意識向上に大き

く寄与するものと考えられる。 
 

② 戦略的な防災・減災対策に資する取

組 

これら地域を対象に調査観測研究を

推進する。さらに、千島海溝で発生

する地震も大きな被害をもたらし得

るため、調査観測研究を実施する。

なお、詳細な地震像の把握が出来

ていない、他の海溝型地震について

も、被害を及ぼす地震及び津波が発

生する可能性があることを常に念頭

に置いて調査観測を推進し、知見の

蓄積を行っていく必要がある。 

 
プレート運動の現状と周囲への影

響を正確に把握し、海溝型地震の発

生に至る推移予測を実現すること

で、国、地方公共団体、民間企業、

ＮＰＯ等、さらには個人に対して、

より実際のニーズに即した情報を提

供することが可能となり、防災・減

災対策の促進や国民の意識向上に大

きく寄与するものと考えられる。 
 

②地震動即時予測及び地震動予測の高

度化 
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海溝型地震を対象とした調査観測

研究を国民が身近に感じることので

きる防災・減災対策に繋げるため、

以下の（a）及び（b）の目標の実現

に向けた取組を総合的かつ戦略的に

推進する。 

 

（a）地震動予測技術の高度化 

緊急地震速報は、地震学の知見と

情報通信技術の融合によって、現行

の総合基本施策で実用化されたシス

テムで、地震による被害軽減のため

に有効な手段である。しかしながら、

大規模な海溝型地震が発生した場

合、海域下の震源域の広がりを瞬時

に推定することが困難である等の理

由から、震源域近傍における大きな

予測誤差が技術的問題として残され

ている。これを解決するための一つ

の方法として、海域での地震観測網

の強化が挙げられる。 
 
 

海溝型地震を対象とした調査観測

研究を国民の防災意識の向上や地方

公共団体の防災・減災対策に繋げる

ため、地震動即時予測技術及び地震

動予測技術の高度化を推進する。 
 
 
 

緊急地震速報は、地震学の知見と

情報通信技術の融合によって、総合

基本施策で実用化されたシステム

で、地震による被害軽減のために有

効な手段である。しかしながら、大

規模な海溝型地震が発生した場合、

海域下の震源域の広がりを瞬時に推

定することが困難である等の理由か

ら、震源域近傍における大きな予測

誤差が技術的問題として残されてい

る。これを解決するための一つの方

法として、海域での地震観測網の強

化があり、それを推進するとともに、

これを活用して予測精度の向上を図

る。 
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直接被害に結びつく地震動の諸特

性の解明については、「全国を概観

した地震動予測地図」の作成等を通

じて、ある程度の成果があったと言

えるが、詳細については未解明の課

題も多い。例えば、平成１５年（2003
年）十勝沖地震の際に、苫小牧市の

石油コンビナートで石油タンクのス

ロッシングによる火災が発生する

等、近年その危険性が認知され始め

た長周期地震動に関する調査研究を

推進する必要がある。また、我が国

では、重要な産業施設が埋め立て地

等の軟弱地盤上にあることが多く、

東海・東南海・南海地震等が発生し

た際の軟弱地盤の挙動を正確に把握

しておくことは、我が国の経済活動

の危機管理上、極めて重要であると

言える。 
 
 
 

 
直接被害に結びつく地震動の諸特

性の解明については、全国地震動予

測地図の作成等を通じて、ある程度

の成果があったと言えるが、詳細に

ついては未解明の課題も多い。例え

ば、東北地方太平洋沖地震発生時に、

広範にわたって高層ビル等に被害を

及ぼした長周期地震動については、

東北地方太平洋沖地震による長周期

地震動の発生機構の解明をはじめ、

今後さらに調査研究を推進していく

必要がある。 
また、東北地方太平洋沖地震発生

時には、長時間にわたる高加速度の

振動により、広い範囲で液状化現象

が発生した。我が国では、重要な産

業施設が埋め立て地等の軟弱地盤上

にあることが多く、東北地方太平洋

沖地震発生時には、長時間にわたる

高加速度の地震動により、広い範囲

で液状化現象が発生した。そのため、

東海・東南海・南海地震等が発生し

 
 
 
 
 
 

●長周期地震動の話について、今回の反省

を受けて何をすべきかをきちんと書くべ

きである。また、高加速度の振動で、非

常に広域に液状化被害が出ていることも

問題提起の１つとして書き入れるべきで

ある。（入倉委員） 
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 また、強震動予測の高精度・高解

像度化については、例えば、人口稠

密地域の分解能をまず高める等、各

地域の特性に合った強震動予測を実

施していく必要がある。 
 

    このため、基本目標として、 
○震源破壊過程の即時推定技術及び

各地域の特性に応じた強震動予測

の高精度・高解像度化、並びにそれ

らの適用による緊急地震速報の高

度化 

を設定する。 

 
基本目標の達成に向けて、 

・海域を中心とした地震観測網の強

化 
・各地域の特性に応じた地盤データ

た際の軟弱地盤の挙動を正確に把握

しておくことは、我が国の経済活動

の危機管理上、極めて重要であると

言える。 
 

 また、強震動予測の高精度・高解

像度化については、例えば、人口稠

密地域の分解能をまず高める等、各

地域の特性に合った強震動予測を実

施していく必要がある。 
 

    このため、基本目標として、 
○震源破壊過程の即時推定技術及び

各地域の特性に応じた強震動予測

の高精度・高解像度化、並びにそれ

らの適用による緊急地震速報の高

度化 

を設定する。 

 
基本目標の達成に向けて、 

・海域を中心とした地震観測網の強

化 
・各地域の特性に応じた地盤データ
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の収集 
・海溝型地震により発生する強震動

に関する調査研究 
・地震動の即時予測技術の高度化 
・海溝型地震を対象とした強震動シ

ミュレーションの高度化 
等を総合的に推進する。 

 
    これらの成果を緊急地震速報に取

り入れることにより、その高度化が

図られ、減災効果が一層高まること

が期待される。なお、緊急地震速報

の高度化については、海溝型地震の

みならず、沿岸部や内陸の活断層で

発生する地震に対する減災効果も図

るべく、現行システムの技術的困難

の克服を目指した研究開発等を推進

する。 
 

また、強震動予測の高精度・高解

像度化については、例えば長周期地

震動の場合、東海・東南海・南海地

震発生時の各地域の地盤データを基

の収集 
・海溝型地震により発生する強震動

に関する調査研究 
・地震動の即時予測技術の高度化 
・海溝型地震を対象とした強震動シ

ミュレーションの高度化 
等を総合的に推進する。 

 
    これらの成果を緊急地震速報に取

り入れることにより、その高度化が

図られ、減災効果が一層高まること

が期待される。なお、緊急地震速報

の高度化については、海溝型地震の

みならず、沿岸部や内陸の活断層で

発生する地震に対する減災効果も図

るべく、現行システムの技術的困難

の克服を目指した研究開発等を推進

する。 
 

また、強震動予測の高精度・高解

像度化については、例えば長周期地

震動の場合、東海・東南海・南海地

震発生時の各地域の地盤データを基
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にした推定地震動の波形やそのスペ

クトル等を基礎データとともに地図

上で提供する等、成果を広く社会が

利用できるものにする。これらの成

果については、防災・減災のための

工学・社会科学研究の前提条件とし

て活かすとともに、中央防災会議や

地方公共団体等における防災・減災

対策や、国民の具体的な行動判断に

活用できるものとなるよう、留意す

る。 
 

にした推定地震動の波形やそのスペ

クトル等を基礎データとともに地図

上で提供する等、成果を広く社会が

利用できるものにする。これらの成

果については、防災・減災のための

工学・社会科学研究の前提条件とし

て活かすとともに、中央防災会議や

地方公共団体等における防災・減災

対策や、国民の具体的な行動判断に

活用できるものとなるよう、留意す

る。 

 
 
 
 
 

（b）津波予測技術の高度化 

我が国は地震多発地域に位置し、か

つ四方を海に囲まれるという地理的特

徴を持っているため、常に津波の危険

性にさらされている。特に、東海・東

南海・南海地震等の海溝型地震が発生

した場合には、我が国は広域にわたっ

て大規模な津波に襲われる。しかしな

がら、現行の総合基本施策では、地震

災害のうち、強震動による災害に重点

が置かれており、津波災害については

（２）津波即時予測技術の開発及び津波

予測に関する調査観測の強化 

我が国は地震多発地域に位置し、か

つ四方を海に囲まれるという地理的特

徴を持っているため、常に津波の危険

性にさらされている。現に、東北地方

太平洋沖地震に伴う巨大津波による甚

大な被害は、改めて津波の危険性を正

しく認識することの重要性を国民に示

した。今後も、東海・東南海・南海地

震等をはじめ、巨大な海溝型地震が発
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十分な考慮がなされていない。 
 
 

 
 
 

 
 

津波災害の軽減のために必要となる

津波予測には、地震発生直後に出され

る津波即時予測（津波予報警報）と、

地震が発生する前に提供する津波予測

がある。前者については、現在は地震

発生後数分程度で津波予報警報が気象

庁から発表されるが、地震計で得られ

るデータに基づく推定のため、その精

度は必ずしも良いとは言えない。緊急

地震速報と同様な仕組みで、発生直後

に震源に近い海域で観測された津波デ

ータを即時に利用することが出来れ

ば、津波即時予測の精度は格段に向上

する。 
 

生した場合には、我が国は広域にわた

って大規模な津波に襲われる可能性が

高い。これらを踏まえ、平成２１年４

月に策定した新総合基本施策では、「津

波予測技術の高度化」を掲げてきたが、

これに基づく十分な取組がなされてい

なかった。 
 

津波災害の軽減のために必要となる

津波予測には、地震発生直後に出され

る津波即時予測（津波予報警報）と、

地震が発生する前に提供する津波予測

がある。前者については、現在は地震

発生後数分程度で津波予報警報が気象

庁から発表されるが、地震計で得られ

るデータに基づく推定のため、その精

度は必ずしも良いとは言えない。東北

地方太平洋沖地震発生時には、一方、

ＧＰＳ波浪計が津波を直接検知し、津

波警報の更新に活用されたが、は沿岸

から約２０km の距離に設置されてい

ることから、東北地方太平洋沖地震の

際には津波が沿岸域に到達する少し前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●防災担当者が欲しい情報は津波の観測網

及び、リアルタイムの津波予測システムが

ある。（気仙沼市佐藤危機管理監兼危機管

理課長） 
●現在、海域での津波観測の情報は圧倒的に

少なく、DONET 及び日本海溝海底地震津

波観測網の構築は非常に重要である。ただ
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また、後者については、将来発生す

るであろう津波を地域住民や地方公共

に同警報を更新することとなり津波を

直接観測したためできたものの、住民

に情報が十分に伝達できていなかった

ことが指摘されている。、及びまた、

沖合の津波計については、一部の観測

網が津波を検知するなど有効性が示さ

れたが、その活用が十分ではなかった

ことが問題点として指摘されている。

最近では、震源域近傍においての津波

の直接観測をが可能とするな海域の観

測網の整備が一定の進捗を見せている

ところでありる。また、ＧＮＳＳ観測

網を用いて地震規模や震源域を即時に

推定することが可能となることもが見

込まれているところであるる。これら

の観測データを併用することにより、

津波即時予測の精度は格段に向上する

ことが期待される。さらに、津波予報

警報の情報伝達手法の高度化の必要性

に留意する必要がある。 
 
  後者については、将来発生するであ

ろう津波を地域住民や地方公共団体が

し、データの取得だけでなく、それらを活

用した研究開発についてはさらに重要で

ある。（長谷川部会長） 
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団体が正しく認識できるようにするこ

とによって、防災・減災対策や実際に

津波が発生した場合の避難行動や安全

な土地利用を促す効果があるが、過去

の津波波源モデルの精緻化や浅海域の

詳細な地形データの取得により高度化

が可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

このため、基本目標として、 
○海域で観測された津波データの即時

利用や津波波源モデルの精緻化によ

る津波予測技術の高度化 

 

 

を設定する。 

 

正しく認識できることによって、防

災・減災対策や実際に津波が発生した

場合の避難行動や安全な土地利用を促

す効果がある。 
そのため、過去の津波発生履歴を把

握するための津波堆積物や歴史文献資

料古文書等の調査、津波発生の要因に

なり得る海底活断層の把握、巨大津波

発生の要因となる海溝軸沿いの応力や

ひずみを把握するための地殻変動の観

測、浅海域の詳細な地形データの取得、

各種観測データを取り入れた波源モデ

ルの構築等による津波予測技術の高度

化を図る必要がある。 
 

このため、基本目標として、 
○海域における調査観測の充実及び津

波観測網の整備 

○高精度な津波即時予測技術の開発 

○津波波源モデルの高精度化等による

津波予測技術の高度化 

を設定する。 

 

 
 
 
 

●津波堆積物調査の全国的・系統的実施が重

要。（上垣内委員） 
●総合的な津波堆積物の調査や、古文書、文

献、痕跡、記録について、きちんと調査を

して保存するということは非常に重要。

（上垣内委員） 
●地震発生直後から津波波源域の不確定性

を排除した津波伝搬予測実現のための技

術開発が重要。（上垣内委員） 
●非常に長い活断層があるということは非

常に長いところが同時にずれた証拠であ

る。このような証拠を重視してこなかっ

た。あるいはデータが不十分であったとい

うことは大きな地震の予測ができなかっ

た原因の一つである。（島崎委員） 
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基本目標の達成に向けて、 

・海域における津波観測網の整備 
・海底地形・沿岸地質調査 
・海溝型地震により発生する津波に関

する調査研究 
・津波の即時予測技術の高度化 

 
 
 
 
 

等を総合的に推進する。 
 

 なお、襲来する可能性のある津波を

地域住民や地方公共団体が正しく認識

できるようにするとともに、より正確

な津波予報警報が実現すればその減災

効果は、極めて高くなるものと考えら

れる。 
 

 

基本目標の達成に向けて、 

・津波堆積物、歴史文献資料古文書等

の調査 
・海溝軸沿いの地殻変動の観測 
・海底地形や海底活断層等の調査 
・海域における津波観測網の整備 
・海溝型地震により発生する津波に関

する調査研究 
・海域の津波観測網やＧＮＳＳ観測網

等の観測データを活用した津波の即

時予測技術の高度化 
等を総合的に推進する。 

 
なお、襲来する可能性のある津波を

地域住民や地方公共団体が正しく認識

できるようにするとともに、より正確

な津波予報警報が実現すればその減災

効果は、極めて高くなるものと考えら

れる。 
東日本大震災を踏まえ、気象庁では、

今後津波即時予測を改善することにつ

いて検討を行っている。また、地震調

査委員会では将来発生する可能性のあ

 
 
 
 
 
 
 
 

●基本目標と具体的な目標が掲げられる箇

所に GEONET 関係の記述がないがどう

か。（上垣内委員） 
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る津波の高さ等の評価の検討を行うこ

ととしている。いずれにしても、なお、

これらの取組に当たっては、地震や津

波発生の不確実性も考慮しつつ、受け

取り手である地方公共団体や国民が災

害対応や防災対策に活用できるよう情

報の提供を行っていくことが重要であ

ることに留意する必要がある。 
 

 
 

●津波の防災・減災に対して、早急に実効性

のある研究につながる記述が必要。（入倉

委員） 
●津波を評価する際、どのように役に立つ情

報を出していくのかの検討を行うことは

必要。（各委員） 

（２）活断層等に関連する調査研究によ

る情報の体系的収集・整備及び評価

の高度化 

 

地震本部は、その発足以降、主要活

断層帯の長期評価及びそこで発生する

地震の強震動を評価し、一定の成果を

上げてきた。しかし、活断層等に関連

する基礎的情報は未だ十分に整備され

ておらず、そこで発生する地震につい

ては未知な部分も多く、一層の調査研

究が必要とされている。 
 
例えば、首都圏では、地下構造が複

（３）活断層等に関連する調査研究によ

る情報の体系的収集・整備及び評価

の高度化 

 

地震本部は、その発足以降、主要活

断層帯の長期評価及びそこで発生する

地震の強震動を評価し、一定の成果を

上げてきた。しかし、活断層等に関連

する基礎的情報は未だ十分に整備され

ておらず、そこで発生する地震につい

ては未知な部分も多く、一層の調査研

究が必要とされている。 
例えば、首都圏では、地下構造が複

雑で、多種の震源断層の存在が想定さ
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雑で、多種の震源断層の存在が想定さ

れているにもかかわらず、十分な情報

が得られていない。今後はこうした地

域に分布する活断層の詳細位置や地下

の震源断層の形状を把握し、当該地域

で発生し得る地震動の特性を明らかに

する必要がある。このため、平成１７

年８月に策定された「今後の重点的調

査観測について」において調査観測の

対象とした活断層に加え、現行の評価

結果において大規模地震の将来発生確

率が高いとされた地域や大規模地震が

発生した場合の社会的影響が大きいと

予想される地域等を対象とした更なる

調査及び評価を実施し、その結果を広

く社会に提供することが重要となる。

 
 

また、この１０年間に発生した被害

地震の多くは、沿岸海域に分布する活

断層及びひずみ集中帯で発生してい

る。今後は、これらの地域の活断層を

対象とした調査を実施し、発生し得る

れているにもかかわらず、十分な情報

が得られていない。今後はこうした地

域に分布する活断層の詳細位置や地下

の震源断層の形状を把握し、当該地域

で発生し得る地震動の特性を明らかに

する必要がある。このため、平成１７

年８月に策定された「今後の重点的調

査観測について」及び平成２１年４月

に策定された「新たな活断層調査につ

いて」において調査観測の対象とした

活断層に加え、現行の評価結果におい

て大規模地震の将来発生確率が高いと

された地域や大規模地震が発生した場

合の社会的影響が大きいと予想される

地域等を対象とした更なる調査及び評

価を実施し、その結果を広く社会に提

供することが重要となる。 
 
また、この１０年間に発生した被害

地震の多くは、沿岸海域に分布する活

断層及びひずみ集中帯で発生してい

る。今後は、これらの地域の活断層を

対象とした調査を実施し、発生し得る

 
 
 
 
 
 
 

※最新の情報を反映 
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地震の規模と地震発生の可能性を評価

していく必要がある。 
 
さらに、「地震に関する基盤的調査

観測計画」において、調査対象に位置

付けられていない短い活断層で発生す

る地震については、主に既存のデータ

を活用し、必要に応じ調査を行い、評

価を高度化する必要がある。地表面に

現れていない断層については、活断層

が途切れる場所や活褶曲が分布する地

域を中心に調査し、評価を実施する必

要がある。 
 

このため、基本目標として、 

○発生確率が高いあるいは発生した際

に社会的影響が大きい活断層等が分

布する地域を対象とした評価の高度

化 

○沿岸海域の活断層及びひずみ集中帯

を中心とした未調査活断層の評価の

高度化 

○短い活断層や地表に現れていない断

地震の規模と地震発生の可能性を評価

していく必要がある。 
 
さらに、「地震に関する基盤的調査

観測計画」において、調査対象に位置

付けられていない短い活断層で発生す

る地震については、主に既存のデータ

を活用し、必要に応じ調査を行い、評

価を高度化する必要がある。地表面に

現れていない断層については、活断層

が途切れる場所や活褶曲が分布する地

域を中心に調査し、評価を実施する必

要がある。 
 

このため、基本目標として、 

○発生確率が高いあるいは発生した際

に社会的影響が大きい活断層等が分

布する地域を対象とした評価の高度

化 

○沿岸海域の活断層及びひずみ集中帯

を中心とした未調査活断層の評価の

高度化 

○短い活断層や地表に現れていない断
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層で発生する地震の評価の高度化 

○上記の３つの基本目標の実現による

「全国を概観した地震動予測地図」

の高度化及び活断層の詳細位置図に

各種調査・評価結果を記した「活断

層基本図（仮称）」の作成 

を設定する。 

 

なお、「全国を概観した地震動予測

地図」の高度化については、（１）②

（a）「地震動予測技術の高度化」の成

果と統合する。 

 
基本目標の達成に向けて、 

・活断層の詳細位置把握のための調査

・地下の断層面の詳細かつ三次元的な

位置形状の調査 
・断層活動履歴に関する調査 
・地震発生の危険度評価の高度化 
・地域特性を反映した強震動予測評価

に関する研究 
等を総合的かつ効率的に推進する。 

 

層で発生する地震の評価の高度化 

○上記の３つの基本目標の実現による

「全国を概観した地震動予測地図」

の高度化及び活断層の詳細位置図に

各種調査・評価結果を記した「活断

層基本図（仮称）」の作成 

を設定する。 

 

なお、「全国を概観した地震動予測

地図」の高度化については、（１）②

（a）「地震動即時予測及び地震動予測

技術の高度化」の成果と統合する。 

 
基本目標の達成に向けて、 

・活断層の詳細位置把握のための調査

・地下の断層面の詳細かつ三次元的な

位置形状の調査 
・断層活動履歴に関する調査 
・地震発生の危険度評価の高度化 
・地域特性を反映した強震動予測評価

に関する研究 
等を総合的かつ効率的に推進する。 
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強震動評価については、断層近傍

での実現象をより詳細に表現し得る

断層破壊モデルを取り入れることに

より、震源断層近傍における地震防

災・減災対策が強化されるものとな

る。 

 

さらに、これらの研究成果の活用方

法として、例えば、地震本部が作成し

た強震動計算手法を用いて、関係機関

や地方公共団体等が自ら収集した地

盤データを入力・計算することによ

り、詳細な強震動予測地図を簡便に作

成できるシステムを開発する等、地震

本部と地方公共団体等との間でデー

タや研究成果を相互活用し、国民に対

して情報発信できる仕組みを構築す

ることを検討する。 

 

強震動評価については、断層近傍

での実現象をより詳細に表現し得る

断層破壊モデルを取り入れることに

より、震源断層近傍における地震防

災・減災対策が強化されるものとな

る。 

 

さらに、これらの研究成果の活用方

法として、例えば、地震本部が作成し

た強震動計算手法を用いて、関係機関

や地方公共団体等が自ら収集した地

盤データを入力・計算することによ

り、詳細な強震動予測地図を簡便に作

成できるシステムを開発する等、地震

本部と地方公共団体等との間でデー

タや研究成果を相互活用し、国民に対

して情報発信できる仕組みを構築す

ることを検討する。 

 

（３）防災・減災に向けた工学及び社会

科学研究を促進するための橋渡し機

能の強化 

 

（４）防災・減災に向けた工学及び社会

科学研究との連携強化」 

 
 

●橋渡し機能を強化することも大事だが、理

学、工学、社会科学が一体となって進むこ

とが必要と考える。（本藏委員等） 
●今回の震災を踏まえると、相手の立場に立
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防災・減災対策を進めていく上で、

地震調査研究と地震防災研究は車の両

輪であり、その一方が欠けては社会に

還元できる成果とは成り得ない。した

がって、地震調査研究の成果を地震防

災・減災対策に役立てるため、地震ハ

ザード研究をリスク評価に効果的・戦

略的に結びつける等、その成果を工学

的・社会科学的な研究へ強力に橋渡し

することが必要となる。 
これら両者の研究を繋ぐためには、

地震調査研究の成果をただ公表するだ

けでなく、成果を工学・社会科学研究

の側が有効に活用できなければならな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 防災・減災対策を進めていく上で、

防災・減災研究と地震調査研究と地震

防災研究は車の両輪であり、その一方

が欠けては社会に還元できる成果とは

成り得ない。すなわち、地震調査研究

の成果を防災・減災対策、避難行動等

に確実かつ効果的に役立てることが重

要であり、このためには、工学、社会

科学分野の研究と地震調査研究の連携

を一層強化していく必要がある。 
具体的には、工学・社会科学分野の

研究者や地震研究者をはじめとする理

系分野の研究者が一体となって、地震

防災・減災のための研究を地域ごとに

進められるようなプロジェクト研究が

考えられる。この際には、工学・社会

科学分野の研究者のニーズを踏まえ

て、理学分野の地震研究者が研究課題

を設定することや、工学・社会科学研

究の側が有効活用できるような成果の

展開の仕方を工夫していくことが重要

である。 
 

った形で地震調査研究をアウトプットす

べきであり、書き方の順番を地震研究者

と工学・社会科学分野の研究者の主客を

逆にしても良いのではないか。（福和委

員） 
●文科省が主体となって、地震研究者と工

学・社会科学分野の研究者が一体となっ

てプロジェクト研究を推進するのであれ

ば、もう少し迫力のあった記載ができる

とよいのではないか。（中埜委員） 
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 このため、例えば、強震動評価につ

いては、工学者による検証計算が可能

となるように、評価に使用した手法や

基礎データを網羅するデータベースの

作成が必要となる。また、耐震建築物

の建設等の地震に強いまちづくりや事

業継続計画等の策定等に結びつくよ

う、我が国で必要となる工学・社会科

学研究を、地震本部としても促進し、

最終的には、地震調査研究の成果が、

地方公共団体、民間企業、ＮＰＯ等の

組織や国民一人ひとりの防災・減災行

動の誘導に資することが重要である。

 
   このため、基本目標として、 

○工学･社会科学研究の観点での地震

調査研究の成果情報の整理・提供 

 

○地震被害軽減に繋げるために必要と

なるデータの体系的収集・公開及び

これらを活用した工学・社会科学研

究の促進 

を設定する。 

 例えば、強震動評価については、工

学者による検証計算が可能となるよう

に、評価に使用した手法や基礎データ

を網羅するデータベースの作成が必要

となる。また、耐震建築物の建設等の

地震に強いまちづくりや事業継続計画

等の策定等に結びつくよう、我が国で

必要となる工学・社会科学研究を、地

震本部としても促進し、最終的には、

地震調査研究の成果が、地方公共団体、

民間企業、ＮＰＯ等の組織や国民一人

ひとりの防災・減災行動の誘導に資す

ることが重要である。 
  

このため、基本目標として、 
○工学･社会科学研究のニーズを踏ま

えた地震調査研究の推進及び成果情

報の整理・提供 

○地震被害軽減に繋げるために必要と

なるデータの体系的収集・公開及び

これらを活用した工学・社会科学研

究の促進 

を設定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 首都直下地震防災・減災特別プロジェク

トや東海・東南海・南海地震連動性評価

研究等にみられるように、理学、工学、

社会科学が一体となって進むことが必

要ではないかと考える。（本藏委員） 
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基本目標の達成に向けて、 

・工学・社会科学的な研究のニーズの

把握 

・工学・社会科学的な研究に活用可能

な各種ハザード情報の整理 

 

 

 

 

を推進する。 

 

なお、地震調査研究の成果情報の整

理・提供では、広く社会で活用される

ことを目指し、「全国を概観した地震

動予測地図」、「活断層基本図（仮称）」

等の全ての地震調査研究の成果に加

え、工学、社会科学研究のニーズを踏

まえた上で、各成果の基となった地震

動波形データ等の基礎資料及び判断根

拠等の関連情報を整理し、地図上等で

分かり易く提供する。 
 

 
基本目標の達成に向けて、 

・工学・社会科学的な研究のニーズの

把握 

・工学・社会科学的な研究に活用可能

な各種ハザード情報の整理 

・理学・工学・社会科学分野系の研究

者が一体となって、地震・防災に関

する課題を解決する研究システムの

構築 

を推進する。 

 

 なお、「全国地震動予測地図」、「震

源断層を特定した地震動予測地図」、

「長周期地震動予測地図」、「活断層

基本図（仮称）」等に加え、工学、社

会科学研究のニーズを踏まえ、各成果

の基となった地震動波形データ等の基

礎資料及び判断根拠等の関連情報を整

理し、提供する。また、地震調査研究

の成果の有効な活用事例も併せて分か

り易い形で提供する。 
 

 
 
 
 
 
 

●今回の東日本大震災、さらに過去の津波災

害から得た知見・教訓を整理し、社会学・

心理学の研究者と協力して、最適な防災情

報、災害情報の出し方について検討してい

く必要がある。 
●情報を十分解釈でき、イメージを市民も地

方公共団体の防災担当者も持てるような

作り方を行う必要がある。 
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また、地震調査研究の成果を地震被

害の軽減に繋げるために必要となる、

  ・強震観測による地表及び構造物等の

地震動波形データの取得 
・実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－

ディフェンス）等を用いた地震動に

よる構造物等の応答に関する研究 
・構造物等の被害を高精度で推定する

ための研究 
・リスク情報を提供するシステムの構

築 
等を地震本部として促進する。 

また、地震調査研究の成果を地震被

害の軽減に繋げるために必要となる、

  ・強震観測による地表及び構造物等の

地震動波形データの取得 
・実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－

ディフェンス）等を用いた地震動に

よる構造物等の応答に関する研究 
・構造物等の被害を高精度で推定する

ための研究 
・リスク情報を提供するシステムの構

築 
等を地震本部として促進する。 

 

２．横断的に取り組むべき重要事項 

 

基本目標の達成のための共通課題と

して、地震調査研究に不可欠な基盤観測

等の維持・整備、人材育成、研究成果の

普及発信等がある。ここでは、当面１０

年間において、国をあげて横断的に取り

組むべき重要事項をまとめる。 

 

（１）基盤観測等の維持・整備 

２．横断的に取り組むべき重要事項 

 

基本目標の達成のための共通課題と

して、地震調査研究に不可欠な基盤観測

等の維持・整備、人材育成、研究成果の

普及発信等がある。ここでは、平成３１

年度までの間において、国をあげて横断

的に取り組むべき重要事項をまとめる。

 

（１）基盤観測等の維持・整備 
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これまで「基盤的調査観測計画」に

基づいて整備された基盤観測網は、世

界的にも類を見ない稠密かつ高精度

な観測ネットワークであり、地震調査

研究を推進する上で、最も基盤的かつ

重要な観測設備であることは論を待

たない。他方、強震観測網のリアルタ

イム化や広帯域地震観測網の展開等、

残された課題も存在する。また、１．

「当面１０年間に取り組むべき地震

調査研究に関する基本目標」で掲げた

基本目標を実現するために必要不可

欠な海域の地震及び津波等の観測機

器の整備が進んでおらず、精緻な観測

データが得られていない状況にある。

 

 

 

 

 

 

 

 

   これまで「基盤的調査観測計画」に

基づいて整備された基盤観測網は、世

界的にも類を見ない稠密かつ高精度

な観測ネットワークであり、地震調査

研究を推進する上で、最も基盤的かつ

重要な観測設備であることは論を待

たない。しかし、海域の地震・津波観

測網に関しては、南海トラフにおける

地震・津波観測監視システム（ＤＯＮ

ＥＴ）の整備が一部完了し、日本海溝

においても海底地震津波観測網の整

備が開始されるなど、海底の地震津波

観測網整備については一定の進捗が

見られるが、陸域の地震観測網に比べ

ると依然として不足しており、十分な

観測データが得られていない状況に

ある。なお、南海トラフにおける地

震・津波観測監視システム（DONET）

の整備が一部完了し、日本海溝におい

ても海底地震津波観測網の整備が開

始されるなど、海底の地震津波観測網

整備については一定の進捗が見られ

 
 
 
 
 
 
 

●現在、海域での津波観測の情報は圧倒的に

少なく、ＤＯＮＥＴ及び日本海溝海底地震

津波観測網の構築は非常に重要である。

（入倉委員） 
●海底基準局を設置して海底地殻変動を行

うことは極めて重要であり、早急に行う必

要がある。（上垣内委員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 70 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、 

○海域のリアルタイム地震・津波観測

網の整備 

 

○陸域の稠密基盤観測網の維持管理・

強化 

を横断的に取り組むべき重要事項とし

て位置づける。 

 

これまで、基盤観測網の整備は、国

立大学が既に保有していた観測設備を

除き、地震本部の方針等の下で国が計

画的に実施してきた。しかし、国立大

学の観測設備については法人化に伴う

る。また、ＧＰＳ－音響測距方式によ

る海底地殻変動観測技術の開発が進

められており、海溝型地震発生予測の

高度化のためにはに貢献すべく、今後

地殻変動観測網の充実が重要である。

一方で、また、強震観測網のリアルタ

イム化や広帯域地震観測網の展開等

も残された課題である。 

 

このため、 

○海域のリアルタイム地震・津波観測

網の整備 

○海域における地殻変動観測網の整備

○陸域の稠密基盤観測網の維持管理・

強化 

を横断的に取り組むべき重要事項とし

て位置づける。 

 

これまで、基盤観測網の整備は、国

立大学が既に保有していた観測設備を

除き、地震本部の方針等の下で国が計

画的に実施してきた。しかし、国立大

学の観測設備については法人化に伴う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●海底基準局を設置して海底地殻変動を行

うことは極めて重要であり、早急に行う必

要がある。（上垣内委員） 
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経費節減により、その維持管理が困難

になっているので、大学等の観測網が

全体として維持できるように努める。

なお、観測網の維持管理・更新等につ

いては、観測点配置、観測精度、必要

経費等を検討した上で、可能な限りの

高度化に努める。 
 

さらに、昨今の市町村合併等に伴う

震度計設置に関する課題もあることか

ら、十分な地震動波形データの取得の

ため、地方公共団体における震度計等

の計測機器の維持整備や、震度情報ネ

ットワーク等の災害情報を瞬時に伝達

するシステムの維持整備を促進する。

 
一方、機動的観測は、大地震発生等

の状況変化に応じた観測が可能という

定常観測には無い大きな利点を持つ。

これまでは、地震発生後迅速に観測を

開始できる体制とは必ずしも言えない

状況の中で、各機関が保持する観測機

器を活用し合うことで対応してきた。

経費節減により、その維持管理が困難

になっているので、大学等の観測網が

全体として維持できるように努める。

なお、観測網の維持管理・更新等につ

いては、観測点配置、観測精度、必要

経費等を検討した上で、可能な限りの

高度化に努める。 
 

さらに、昨今の市町村合併等に伴う

震度計設置に関する課題もあることか

ら、十分な地震動波形データの取得の

ため、地方公共団体における震度計等

の計測機器の維持整備や、震度情報ネ

ットワーク等の災害情報を瞬時に伝達

するシステムの維持整備を促進する。

 
一方、機動的観測は、大地震発生等

の状況変化に応じた観測が可能という

定常観測には無い大きな利点を持つ。

これまでは、地震発生後迅速に観測を

開始できる体制とは必ずしも言えない

状況の中で、各機関が保持する観測機

器を活用し合うことで対応してきた。
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今後さらに機動的観測を効率的・効果

的に実施する観点から、運用時におけ

る研究機関の連携を一層強化するとと

もに、特定の研究機関の支援等により、

観測機器の維持管理・更新がより合理

的に実施できるような体制の整備を推

進する。 
 
合成開口レーダーをはじめとする衛

星観測技術や微小な海底地殻変動の検

出に向けた GPS－音響測距方式による

観測技術は、近年、目覚ましい発展を

遂げている。これらは、地震発生後の

地殻変動に加え、地震発生に至る定常

的な地殻変動を観測でき、今後の地震

調査研究の進展に大きく貢献すると期

待されるため、解析技術の普及と向上

のための取組を推進する。 
 
なお、これらの基盤観測等から得ら

れる観測データについては、地震調査

研究をより一層発展させるために、円

滑なデータの流通・公開を一層促進す

今後さらに機動的観測を効率的・効果

的に実施する観点から、運用時におけ

る研究機関の連携を一層強化するとと

もに、特定の研究機関の支援等により、

観測機器の維持管理・更新がより合理

的に実施できるような体制の整備を推

進する。 
 

 合成開口レーダーをはじめとする衛

星観測技術や微小な海底地殻変動の検

出に向けたＧＰＳ－音響測距方式によ

る観測技術は、近年、目覚ましい発展

を遂げているが、さらなる解析技術の

向上のための取組を推進する。特に後

者に関しては、海溝近軸沿い傍の深海

における観測・解析技術の高度化を推

進する。 
 
 

なお、これらの基盤観測等から得ら

れる観測データについては、地震調査

研究をより一層発展させるために、円

滑なデータの流通・公開を一層促進す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●海底基準局のトラフ軸近傍のより深い海

域での観測のため、文部科学省、大学は技

術開発を行う必要がある。（海上保安庁） 
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る。 
 
また、地震活動と火山活動は同じ海

洋プレートの沈み込みに起因する自然

現象であり、過去には大規模な海溝型

地震が発生した直後に内陸の火山が噴

火したという事例も報告されている。

さらに、火山の下に存在するマグマや

熱水の影響など、火山地域特有の内陸

地震の発生メカニズムもあると指摘さ

れている。地震現象を総合的に理解す

るためには、海溝型地震及び内陸地震

の発生、マグマの生成・上昇等を統一

的に理解する必要があり、火山に関す

る研究を考慮した効率的な観測点配置

とすることにも留意する。 
 

る。 
 
また、地震活動と火山活動は同じ海

洋プレートの沈み込みに起因する自然

現象であり、過去には大規模な海溝型

地震が発生した直後に内陸の火山が噴

火したという事例も報告されている。

さらに、火山の下に存在するマグマや

熱水の影響など、火山地域特有の内陸

地震の発生メカニズムもあると指摘さ

れている。地震現象を総合的に理解す

るためには、海溝型地震及び内陸地震

の発生、マグマの生成・上昇等を統一

的に理解する必要があり、火山に関す

る研究を考慮した効率的な観測点配置

とすることにも留意する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（２）人材の育成・確保 

 

地震は社会生活と関連した自然現象

であり、地震調査研究を実施する上で

は、単に地震現象の理学的な理解のみ

ならず、工学、社会科学的な理解も必

（２）人材の育成・確保 

 

地震調査研究を実施する上では、単

に地震現象の理学的な理解のみなら

ず、防災・減災対策に役立てるという

観点が不可欠であることから、工学、
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要となる。しかしながら、これまでの

地震調査研究においては、複数の研究

分野を理解できる人材が不足してお

り、各分野間の連携がうまく図られて

きたとは言い難い。 

 
 

このため、 

・大学における理学・工学・社会科学

の複合的教育の実施 

・若手研究者向けの研究資金制度の活

用 

・海外研究機関への派遣制度の活用 

・民間企業等における研鑽機会の充実

・国の研究開発プロジェクトでの任期

付任用の採用 

等の推進により、地震調査研究を軸に

他の分野にも造詣のある新しいタイプ

の研究者を、関連する学協会等と連携

しながら、育成・確保する。 

 
また、地震分野を専攻する大学院生

が減少している等の問題も指摘されて

社会科学的な理解も必要となる。しか

しながら、これまでの地震調査研究に

おいては、複数の研究分野を理解でき

る人材が不足しており、各分野間の連

携がうまく図られてきたとは言い難

い。 

 
このため、 

・大学における理学・工学・社会科学

の複合的教育の実施 

・若手研究者向けの研究資金制度の活

用 

・海外研究機関への派遣制度の活用 

・民間企業等における研鑽機会の充実

・国の研究開発プロジェクトでの任期

付任用の採用 

等の推進により、地震調査研究を軸に

他の分野にも造詣のある新しいタイプ

の研究者を、関連する学協会等と連携

しながら、育成・確保する。 

 
また、地震学等の分野を専攻する大

学院生が減少している等の問題も指摘
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いる。地震調査研究に携わる優秀な人

材確保のためには、固体地球科学等の

理工学分野が、次代を担う児童・生徒、

学生にとって魅力的な学問となるよ

う、地震調査研究が知的好奇心を刺激

する研究であるとともに、その研究成

果は地震による被害の軽減に役立つと

いうことを、関係機関が協力して確実

に社会に広めていく必要がある。 

 

 

このため、 

・研究者による積極的なアウトリーチ

活動 

 

 

 

等を促進する。さらに、児童・生徒の

理科離れが進んでいることも懸念され

ていることから、理数教育の充実に努

める。 

 

国民が地震調査研究の成果を十分に

されている。地震調査研究に携わる優

秀な人材確保のためには、固体地球科

学等の理工学分野が、次代を担う児

童・生徒、学生にとって魅力的な学問

となるよう、地震調査研究が知的好奇

心を刺激する研究であるとともに、そ

の研究成果は地震による被害の軽減に

役立つということを、関係機関が協力

して確実に社会に広めていく必要があ

る。 

 

このため、 

・研究者による積極的なアウトリーチ

活動 

・防災教育の場などでも活用可能な地

震調査研究の成果や魅力を分かり易

く伝えるための資料の提供 

等を促進する。さらに、児童・生徒の

理科離れが進んでいることも懸念され

ていることから、理数教育の充実に努

める。 

 

国民が地震調査研究の成果を十分に
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理解し、防災・減災対策の具体的な取

組に結び付けていくには、研究成果を

分かり易く伝えられる人材が必要とな

る。 

 

このため、学校や地域の防災教育の

担い手として、 

・橋渡し的な役割を担う専門家の育成

・大学の学部学生や大学院生、若手研

究者等が活躍できるような環境を確

保・整備 

等を促進する。 

 

理解し、防災・減災対策の具体的な取

組に結び付けていくには、研究成果を

分かり易く伝え、防災対策にへの活用

することを支援する人材が必要とな

る。 

 

このため、学校や地域の防災教育の

担い手として、 

・橋渡し的な役割を担う専門家の育成

・大学の学部学生や大学院生、若手研

究者等が活躍できるような環境の確

保・整備 

等を促進する。 
 

（３）国民への研究成果の普及発信 

 

地震調査研究の成果を着実に国民や

地方公共団体等の防災・減災対策に繋

げていくためには、地震調査研究の目

標や成果を分かり易く国民に示し、地

震に関する正しい理解を得られるよう

にするとともに、地震の発生に伴う被

害の認識や、それに備えるための防

（３）国民への研究成果の普及発信 

 

地震調査研究の成果を着実に国民や

地方公共団体等の防災・減災対策に繋

げていくためには、地震調査研究の目

標や成果を分かり易く国民に示し、地

震に関する正しい理解を得られるよう

にするとともに、地震の発生に伴う被

害の認識や、それに備えるための防
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災・減災対策の必要性等に関する意識

向上に繋げ、具体的な取組に結びつけ

ていくことが重要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災・減災対策の必要性等に関する意識

向上に繋げ、具体的な取組に結びつけ

ていくことが重要である。国民一人一

人がこのような適切な理解・認識を得

られるようにするためには、地震本部

が地震調査研究の成果の情報発信に努

めることはもちろんのこと、地方公共

団体関係者、学校教員、ＮＰＯ関係者、

研究者などの防災教育や成果普及活動

等の多様な取組を支援することが重要

となる。これらの取組を効果的なもの

にするためには、例えば、地域に応じ

た地震・津波災害やこれに対する防

災・減災対策等を分かり易く示した資

料の提供などが考えられる。また、地

震調査研究の成果が地域の防災・減災

対策に効果的に活用されるためには、

理学・工学・社会科学分野の研究者、

地震科学者、工学研究者、社会科学者

や技術者、と地方公共団体の防災担当

者等が意思疎通を図り、最新の地震防

災に関する知見や地方公共団体のニー

ズを共有する場の構築も有効である考

 
 

●地方公共団体や国民に加え、成果を利用す

る側の関連する専門家についても視点と

して入れていただきたい。「受け取りやす

い」ではパッシブな印象であり、背景や使

い方など、判断に必要となる情報とともに

提供いただくという表現が必要。（中埜委

員） 
●自治体の問題として、長期的視野で取り組

むものと急を要するものの判断が難しい

というところがある。自治体が具体的な

政策を検討するにあたり、すぐに予算化

できるのか 10 年、20 年かけて行うのか判

断できる具体的な表現ができるとよいの

ではないか。（立花委員） 
●都道府県や自治体など自治体としてひと

まとめにしているので、そのあたりは少し

配慮しても良いのではないか。（福和委員） 
●地域に応じて教育に活用できるようなツ

ールの提供を考えてみてはどうか。（江口

委員） 
●自治体、教員、マスコミ、技術者団体、学
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このため、 

・国や地方公共団体等の防災関係者、

民間企業、NPO 等に対する研究成果

の説明会やその利活用に関する研修

の実施 
・地域住民等を対象とした説明会やシ

ンポジウムの開催 
・マスメディアやインターネット、書

籍、刊行物等を通じた情報提供 
等により、地震調査研究の成果の情報

提供・成果発信の多様化・充実を図る

えられる。 
また、地震調査研究の成果の提供に

ついては、都道府県や市町村等の地方

公共団体に対しては各々の政策判断に

活用できる形で、また、工学・社会科

学分野等の研究者に対しては研究の推

進に活用可能な形で提供するなど、受

け手側に応じて情報の提供を行うこと

が重要である。その際には、成果の効

果的な活用方法やその事例も併せて提

供することが重要である。 
 
このため、 

・国や地方公共団体等の防災関係者、

民間企業、ＮＰＯ等に対する研究成

果の説明会やその利活用に関する研

修の実施 
・地域住民等を対象とした説明会やシ

ンポジウムの開催 
・マスメディアやインターネット、書

籍、刊行物等を通じた情報提供 
等により、地震調査研究の成果の情報

提供・成果発信の多様化・充実を図る

会、気象台、大学研究者等のメディエータ

が防災教育を行うことができるような指

導マニュアルや教材の作成をすべきでは

ないか。（福和委員） 
●地震科学者、工学者、社会科学者が自治体

と意思疎通を図る場の構築（本蔵委員） 
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とともに、 

・地震調査研究の成果の利活用や社会

への普及啓発を効果的に行う手法の

研究 
・研究者による成果普及啓発活動やサ

イエンスコミュニケーション等の

多様な活動の強化 

・学校や社会教育施設等における防災

教育や生涯学習に、地震調査研究の

成果を分かり易い形で活かしていく

ための取組の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とともに、 

・地震調査研究の成果の利活用や社会

への普及啓発を効果的に行う情報提

供の内容や手法の研究 
・研究者による成果普及啓発活動やサ

イエンスコミュニケーション等の

多様な活動の強化 

・学校や社会教育施設等における防災

教育や生涯学習に、地震調査研究の

成果を分かり易い形で活かしていく

ための取組の支援 

・地方公共団体関係者、研究者、ＮＰ

Ｏ関係者などの地震防災に関する啓

発活動等の多様な取組を支援するた

めの地域に応じた地震・津波災害等

を分かり易く伝えるコンテンツ等の

作成 
・理学・工学・社会科学分野の研究者、

地震科学者、工学研究者、社会科学

者や技術者、と地方公共団体の防災

担当者等が意思疎通を図り、最新の

地震防災に関する知見や地方公共団

体のニーズを共有する場の構築 
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等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、地震調査研究の防災・減災上

の効果を国民に対して分かり易く提示

することで、その有効性に対する国民

の理解を進めることも検討する。その

際には、中央防災会議等と連携を図り

つつ推進する。 

 

さらに、地震調査研究成果の普及発

信と並行して、研究成果の国民や防災

機関への浸透度及び防災対策促進への

寄与度に関する定期的な調査や、国民

や地方公共団体等の地震調査研究への

等を推進する。 

 

   地震本部では、これまで全国地震動

予測地図の作成・公表を行ってきたが、

確率論的な情報や予測期間が国民にと

って分かりづらいという指摘もあるこ

とから、地震調査に関する成果をより

効果的な形で提供できるように、今後、

見直しに向けた検討を行っていくこと

が必要である。 

 

また、地震調査研究の防災・減災上

の効果を国民に対して分かり易く提示

することで、その有効性に対する国民

の理解を進めることも検討する。その

際には、中央防災会議等と連携を図り

つつ推進する。 

 

さらに、地震調査研究成果の普及発

信と並行して、研究成果の国民・地方

公共団体・民間企業への浸透状況、科

学的限界や予測の誤差・ばらつき等に

ついての理解及び防災対策促進への寄

 
 

●広報活動を研究課題としている方に、研究

プロジェクトやミッションを与えて、地震

本部としてどのような形で成果を提供す

ればよいのか回答していただくことも良

いのではないか。（髙木委員） 
●効果的な情報発信を行い、防災・減災対策

や行動につなげるためには、情報発信方法

そのものについての研究に力を入れても

よいのではないか。（長谷川委員） 
●予測期間が１０年程度とするのがおそら

く一般的な感覚としては分かり易いとこ

ろがあるので検討できないか。（江口委員） 
●今回の東日本大震災、さらに過去の津波災

害から得た知見・教訓を整理し、社会学・

心理学の研究者と協力して、最適な防災情

報、災害情報の出し方について検討してい

く必要がある。（愛知県） 
●情報を十分解釈でき、イメージを市民も地

方公共団体の防災担当者も持てるような

作り方を行う必要がある。（気仙沼市） 
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ニーズを受け止めるための取組を実施

し、それらを今後の地震調査研究計画

に反映させていくことが重要である。

 

与の程度に関する定期的な調査や、国

民や地方公共団体等の地震調査研究へ

のニーズを受け止めるための取組を実

施し、それらを今後の地震調査研究計

画に反映させていくことが重要であ

る。 

 

（４）国際的な発信力の強化 

 

我が国はこれまでに地震災害に関す

る様々な知見を蓄積しており、世界各

国で発生する地震災害に対して、地震

発生予測や緊急地震速報等に関する知

見や技術を積極的に提供し、地震防

災・減災分野での国際貢献に努めてい

くことにより、国際的な発信力を高め

ることが極めて重要である。その一環

として地震本部も地震・津波に関する

研究成果を、人的交流等を通して広く

発信していく。 

 

このため、 
・二国間及び多国間での新たな枠組み

（４）国際的な発信力の強化 

 

我が国はこれまでに地震災害に関す

る様々な知見を蓄積しており、世界各

国で発生する地震災害に対して、地震

発生予測や緊急地震速報等に関する知

見や技術を積極的に提供し、地震防

災・減災分野での国際貢献に努めてい

くことにより、国際的な発信力を高め

ることが極めて重要である。その一環

として地震本部も地震・津波に関する

研究成果を、人的交流や情報提供の充

実等を通して広く発信していく。 

 

このため、 
・二国間及び多国間での新たな枠組み
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による地震・津波に関する共同の調

査観測・研究 
・地震・津波観測データ等の相互の流

通・提供 
 
 
 
・地震調査研究に関連する留学生の受

入れ及び研究者等の交流 
等を推進する。 

 
さらに、他国で地震・津波災害が発

生した場合には、現地での緊急的な調

査観測を行い、その後の対応に資する

情報提供を行う等、世界各国で発生す

る地震・津波による被害を軽減するた

めの取組に積極的な貢献を果たす。 

 

 

による地震・津波に関する共同の調

査観測・研究 
・地震・津波観測データ等の相互の流

通・提供 
・地震動の予測手法等の地震調査研究

の成果等の翻訳による提供など国際

社会への情報発信の充実 
・地震調査研究に関連する留学生の受

入れ及び研究者等の交流 
等を推進する。 

 
さらに、東北地方太平洋沖地震によ

り得られた知見や、地震・津波観測監

視システムや衛星からの観測技術及び

海底地殻変動観測技術などの新たな観

測技術に関する知見・ノウハウを他国

と共有するとともに、他国で地震・津

波災害が発生した場合には、現地での

緊急的な調査観測を行い、その後の対

応に資する情報提供を行う等、世界各

国で発生する地震・津波による被害を

軽減するための取組に積極的な貢献を

果たす。 

 
 
 
 

●論文の英文化による形が基本的な発信と

いう印象があるので併せて入れていただ

きたい。（江口委員） 
 
 
 
 

●最大規模の地震の推定に関しては、海溝付

近での海底 GPS 観測が必須である。全世

界的な調査観測を日本が率先して提案す

べき。（島崎委員） 
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（５）予算の確保及び評価の実施 

 

新総合基本施策で設定した基本目標

を確実に達成するため、国、関係研究

機関、国立大学法人等は、本施策に基

づく地震調査研究の推進に必要な予算

の確保に向けて、最大限努力する。 
 

地震本部は、関係機関の地震調査研

究関係予算の事務の調整を適切に行う

とともに、新総合基本施策に基づき、

地震調査研究の着実な推進が図られる

よう、我が国全体の地震調査研究関係

予算の確保に努める。 

 
また、地震本部は、定期的に関係機

関の地震調査研究の進展状況を把握

し、新総合基本施策等との整合性の観

点から評価を行うとともに、その結果

を関係機関の実施計画等に適切に反映

する。 
 

さらに、地震本部において、新総合

（５）予算の確保及び評価の実施 

 

新総合基本施策で設定した基本目標

を確実に達成するため、国、関係研究

機関、国立大学法人等は、本施策に基

づく地震調査研究の推進に必要な予算

の確保に向けて、最大限努力する。 
 

地震本部は、関係機関の地震調査研

究関係予算の事務の調整を適切に行う

とともに、新総合基本施策に基づき、

地震調査研究の着実な推進が図られる

よう、我が国全体の地震調査研究関係

予算の確保に努める。 

 
また、地震本部は、定期的に関係機

関の地震調査研究の進展状況を把握

し、新総合基本施策等との整合性の観

点から評価を行うとともに、その結果

を関係機関の実施計画等に適切に反映

する。 
 

さらに、地震本部において、新総合
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基本施策で掲げる基本目標の達成に向

けた、地震調査研究の進捗状況につい

て中間評価等を行うとともに、その結

果を踏まえて、基本目標の見直し、さ

らには新総合基本施策全体の見直しに

ついても検討を行う。 

 

基本施策で掲げる基本目標の達成に向

けた、地震調査研究の進捗状況につい

て中間評価等を行うとともに、その結

果を踏まえて、基本目標の見直し、さ

らには新総合基本施策全体の見直しに

ついても検討を行う。 
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第４章 地震調査研究推進本部の役割 

 

１．地震調査研究推進本部の役割の強化 

 
地震本部は、関係機関の協力の下、新

総合基本施策に掲げられた基本目標等が

確実に達成されるよう、我が国の地震調

査研究の司令塔としての役割を果たして

いく必要がある。 
 
このため、地震本部において、 

・我が国の地震調査研究の現状を把握す

るため、新総合基本施策に基づき各省

庁で実施される事業の定期的なフォロ

ーアップ及び評価の実施 
・評価と予算との連動を意識した地震調

査研究関係予算の事務の調整 
・５年目を目途とした新総合基本施策全

体の中間レビューの実施 
・大規模な被害地震が発生した場合の臨

時の本部会議開催、及び対応策につい

ての国民に対する積極的な情報発信 
等により、その役割を強化することを検

第４章 地震調査研究推進本部の役割 

 

１．地震調査研究推進本部の役割の強化 

 
地震本部は、関係機関の協力の下、新

総合基本施策に掲げられた基本目標等が

確実に達成されるよう、我が国の地震調

査研究の司令塔としての役割を果たして

いく必要がある。 
 

このため、地震本部において、 
・我が国の地震調査研究の現状を把握す

るため、新総合基本施策に基づき各省

庁で実施される事業の定期的なフォロ

ーアップ及び評価の実施 
・評価と予算との連動を意識した地震調

査研究関係予算の事務の調整 
・５年目を目途とした新総合基本施策全

体の中間レビューの実施 
・大規模な被害地震が発生した場合の臨

時の本部会議開催、及び対応策につい

ての国民に対する積極的な情報発信 
等により、その役割を強化することを検
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討する。 
 
２．地震調査研究推進本部と関係機関との

連携・協力体制の強化 

 
地震調査研究で得られた成果について

は、中央防災会議が策定する防災基本計

画や各種地震に関する被害想定、さらに

は地方公共団体が策定する防災計画に適

切に反映されるよう、これまで以上に関

係機関等で成果が活用される体制の構築

が必要である。 
 

このため、 
・中央防災会議や地方公共団体等と密接

に連携・協力を図ることができる連携

体制の整備 
・地震調査研究の成果を活用する側から

の要請を、地震調査研究に積極的に反

映し、確実に成果が活用されるように

するための仕組みの構築 
 等を行う。 

 

討する。 
 
２．地震調査研究推進本部と関係機関との

連携・協力体制の強化 

 
地震調査研究で得られた成果について

は、中央防災会議が策定する防災基本計

画や各種地震に関する被害想定、さらに

は地方公共団体が策定する防災計画に適

切に反映されるよう、これまで以上に関

係機関等で成果が活用される体制の構築

が必要である。 
 

このため、 
・中央防災会議や地方公共団体等と密接

に連携・協力を図ることができる連携

体制の整備 
・地震調査研究の成果を活用する側から

の要請を、地震調査研究に積極的に反

映し、確実に成果が活用されるように

するための仕組みの構築 
 等を行う。 
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  特に、地震本部が行う活断層評価や強

震動評価については、中央防災会議が行

う被害想定等に効果的に活用されるよ

う、双方の事務局が密接に連絡・連携を

取る等、政府内の地震調査研究から地震

防災対策までの施策が一体的かつ一連

の流れとして国民に理解されるように

努める。 

 

 

 

 

 

    

さらに、地震調査研究の成果の重要な

利用者となる民間企業や NPO との連携・

協力を有機的に図ることも重要であるこ

とから、活断層データや地盤データをは

じめとする民間企業等が有する成果物の

積極的な活用及びこれらを活用した調査

研究成果の民間企業等への効果的な情報

発信等を行う。 
 

特に、地震本部が行う活断層評価や海

溝型地震の評価、強震動・津波評価等の

調査観測研究の成果については、中央防

災会議が行う被害想定等に効果的に活

用されるよう、双方の事務局が密接に連

絡・連携を取る等、政府内の地震調査研

究から地震防災対策までの施策が一体

的かつ一連の流れとして国民に理解さ

れるように努める。また、これらの地震

調査観測研究の成果が関係機関等にお

いて研究活動や地震防災・減災対策に幅

広く活用されるよう、積極的に成果に関

するデータの公開に取り組む。 
 

さらに、地震調査研究の成果の重要な

利用者となる民間企業やＮＰＯとの連

携・協力を有機的に図ることも重要であ

ることから、活断層データや地盤データ

をはじめとする民間企業等が有する成果

物の積極的な活用及びこれらを活用した

調査研究成果の民間企業等への効果的な

情報発信等を行う。 
 

※パブコメを踏まえた修正 
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また、重要な関係機関である科学技

術・学術審議会測地学分科会や地震予知

連絡会等とも密接に情報交換を行う。 

 

また、地震予知連絡会や科学技術・学

術審議会の測地学分科会、研究計画・評

価分科会防災科学技術委員会等の重要な

関係機関とも密接に情報交換を行う。 
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おわりに 

 

我が国は、地震帯、火山帯に位置する地

理的な特性から、今後とも、地震の発生そ

のものから逃れることはできない。しかし

ながら、地震調査研究の成果を地震防災・

減災対策に効果的に活用できれば、地震に

伴って発生する災害を確実に軽減できる。

 
 
 
 
 
 

 
多発する地震災害から国民の生命・財産

を守り、安全・安心な社会を構築していく

ことは政府の責務であり、今後とも地震本

部として、地震調査研究の強化と、地震防

災研究に取り組む研究機関及び防災・減災

対策に取り組む中央防災会議や地方公共団

体等の関係機関との連携を、一層図ってい

くことが不可欠である。 

おわりに 

 

東日本大震災では甚大な被害が発生し、

改めて自然の脅威やその複雑性・不確実性

を認識させられた。一方で、我が国は、地

震帯、火山帯に位置する地理的な特性から、

今後とも、地震の発生そのものから逃れる

ことはできない。 
 

従って、地震・津波に関する諸現象を解

明・予測する地震調査研究を進め、その成

果を社会に示すことにより、防災・減災対

策に生かすという取組の重要性は今後と

も変わらない。 

 

関係者は、東日本大震災を教訓として、

地震調査研究を真に防災・減災に役立てる

ことができるよう、地震調査研究を推進し

ていく必要がある。特に、今後、国難とな

り得る甚大な被害を及ぼし得るとされて

いる東海・東南海・南海地震や首都直下型

地震をはじめとする災害が発生した際に、

東日本大震災と同じ轍を踏まぬよう、地震

 
 

※見直しを行うにあたってのメッセージを

強調する上で抜本的に修正。 
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今回取りまとめた新総合基本施策を指針

として、我が国の地震調査研究の飛躍的な

進展を図るとともに、その成果が地震防

災・減災対策において適切に活用されるよ

う努めることにより、我が国が地震災害に

対して強い国となるよう、関係者一丸とな

って努力していかなければならない。 
 

調査研究が被害軽減に確実に貢献できる

よう寄与すべく取り組んでいくべきであ

る。 
 
 今回取りまとめた新総合基本施策を指針

として、我が国の地震調査研究の飛躍的な

進展を図るとともに、その成果が地震防

災・減災対策において適切に活用されるよ

う努めることにより、我が国が地震災害に

対して強い国となるよう、関係者一丸とな

って努力していかなければならない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


